
特集/全国安全センターの労働省交渉

□
安鎌生•捕償醐礬で

2回,•労讎黴寶膠

労災保険の事業主証明等では前進

全国安全センター事務局

全国安全センターは、1月22日午後3時間をか 

けて、衆議院第一議員会館会議室において、前年 

度に続く 2回目の労働省交渉を行った。昨年10 

月5-6日に全国13か所で開設した労災職業病 

ホットラインの結果や地域センターの日頃の取 

り組みのなかでの諸問題を集約し、昨年11月に 

要望事項をとりまとめて労働省に提出したもの。 

深夜業従事者の健康確保対策、MSDSの法制 

化、労働安全衛生マネジメントシステム等、1月 

21日に出された中央労働基準審議会の建議「労 

働安全衛生対策の見直しについて」に関連するや 

りとりは前号で紹介しているので、今回はその他 

の部分を報告する。なお、要望事項と各項目ごと 

の回答の概要については8頁以下を参照(前年度 

の要望事項と回答内容は1998年4月号参照)。 

労働省側出席者は以下のとおり。〔労災管理課〕 

川口労災管理課長補佐、八木企画孫長、千田主任、 

〔補償課］中里調査官、丸山業務係長、吉谷医事 

係長,五阿彌福祉係長.生長認定業務第1係長、成 

毛認定業務第2係長、鈴木企画調整傜長、〔計画 

課〕半田計画課長補佐、内山法規係長、〔安全課〕 

石山主任、〔労働衛生課〕立原業務第3係長、常磐 

業務第4係長、〔化学物質調査課〕鈴木業務第2 
係長、〔労働時間課〕小宅法規係長、尾田企画第 

1係長、〔監督課〕庭山監督係長、鈴木管理係長、 

田中法規係長、伊勢係員。

全国安全センター側の出席者は、井上浩(全 

国安全センター議長)、浜田嘉彦(副議長、(財)高 

知県労働安全衛生センター専務理事)、上野満雄 

(自治体労働安全衛生研究会事務局長、医師)、平 

野敏夫(東京労働安全衛生センター代表、医師)、 

谷村梓(尼崎労働者安全衛生センター顧問)、箕 

浦正(鳥取県労働安全衛生センター)、古谷杉郎 

(事務局長)をはじめ22名が参加した。

労災保険巧求時の忠業主証明

離職後2回目以降は不要に

今回一番すっきりした回答が得られたのは, 

離職後における労災保険請求手続において2回 

目以降は事業主証明を求めないようにすること 

という要望である(後掲の要望事項C-5②、20 
頁)。ただし、交渉の場でのやりとりでは結論を 
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聞いただけで、ここで紹介する文書類は後日届 

けられたものである。

各省庁•特殊法人が国民(法人を含む)に求め 

ている押印のあり方を見直し、廃Iヒを含めた合 

理化を行うこととした「押印見直しガイドライ 

ンJ(1997年7月3日事務次官等会議申合わせ) 

に基づき、労働省労働基準局•女性局関係でも、 

労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災 

保険法等の関係省令•告示の改正が行われ、平成 

11年1月11日付け基発第12号■女発第5号「努働 

基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行 

について」が示された。

主な内容は、関連する申請■届出様式を改正し 

て、従来「記名押印」を求めていたものを「記名押 

印または署名の選択制」に変えるというもの。申 

請•届出を行う法人の代表者、使用者や労働者等 

(「本人」)が自署(署名)する場合には、押印を必要 

とせず、署名が本人の自署でない場合には記名 

として取り扱われる。一部、「記名(署名)印」と記 

載していた様式から「記名(署名)のみ」でよいと 

された様式もある。なお、旧様式で提出された場 

合でも受理される。

要望事項と関連するのは、「昭和35年労働省告 

示第10号(労災保険法の施行に関する事務に使 

用する文書の様式を定める件)の一部を改正す 

る告示(平成11年1月11日付け労働省告示第1 
号)」である。ここでは、労災保険の請求書等に係 

る①事業主の氏名(法人その他の団体である 

ときは代表者の氏名)記入欄、②請求人(申請人) 

の氏名記入欄、および、③診療担当者の氏名記入 

欄等について、「記名押印または自筆による署名 

の選択制」に変更された。

前記通達では、この「押印の取り扱い」の見直 

しについてだけしか説明されていないのだが、 

改正告示では、「事業主の証明」についても改正 

を行っている。すなわち、

① 様式第6号■第16号の4「療養(補償)給付た 

る療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」 

指定病院への届出の提出が離職後である場合

には、事業主の証明を受ける必要がなくなった。

② 様式第7号(1)(2) (3) (4) (5)「療養補償給 

付たる療養の費用請求書」

第2回目以降の請求が離職後である場合には. 

事業主の証明を受ける必要がなくなった(様式
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第16号の4「療養給付たる療養の費用請求書」に 

ついては、以前から必要なし)。

③ 様式第8号■第16号の6「休業(補償)給付支

給請求書•休業特別支給金支給申講書」

第2回目以降の請求(申請)が離職後である場 

合には,事業主の証明を受ける必要がなくなっ 

た［休業期間の全部または一部が離職前にある 

場合を除く］。

これらはいずれも、様式裏面の〔注意〕書きを 

改正したものであるが、前出の平成11年1月11 

日付け基発第12号•女発第5号では「事業主の証 

明」の取り扱いの変更については、一切解説して 

いない。労働省では、『労災保険の請求書等の記 

入方法が一部変更になりました』というリーフ 

レットを作成し、そろそろ労働基準監督署段階 

に配布されている。労働省は、この件を解説した 

通達は出していないというが、リーフレットに 

以下のような解説が書かれていることから、「秘 

密(部内限)」通達が出されている可能性もある。 

「ただし、離職後であっても、当該請求(申請)が 

初回である場合及び当該請求(申請)が療養のた 

め労働できなかった期間の全部又は一部が離職 

前に係る休業期間を含む場合は、従前どおり事 

業主の証明を受ける必要がありますので、ご注 

意ください。

なお、離職後とは、証明を受けるべき事業主と 

の雇用関係が消滅したことをいいます。

また、事業主とは、労働者が被災した時の事業 

主のことをいいます。

法律等では規定していませんが、事業主の証 

明を省略した1回目の請求(申請)時に離職した 

ことを証明する資料(どのような資料でもかま 

いません)を提出していただければ幸いです。」 

最後の「離職したことを証明する資料」につい 

ては法律等はもちろん改正告示でもまったくふ 

れられていない。根拠通達等もない(と言ってい 

る)のに、「行政指導」なのか「要請」なのか知らな 

いが、堂々とリーフレットに記載していること 

自体が、行政手続法等の趣旨に反する姿勢と言 

うべきである。行政の姿勢を変えさせていくた 

めにも、このような要請は拒否しよう。

全投的屯项1
パブリック。コメント制度

全般的事項として新たに取り上げたのが「パブ 

リック•コメント手続」について。耳1廣れない言葉 

だが、これは、総務庁が「規制の制定又は改廃に 

係る意見照会手続(仮称)」として、1998年度内の 

閣議決定をめざして検討を進めているもの。

総務庁では,咋年11月5日に「規制の制定ヌ:は 

改廃に係る意見照会手続(仮称)案」を公表する 

とともに、この手続制定に当たってのパブリッ 

ク•コメントを求めた(意見提出の締め切りは昨 

年12 月10,日 http://www.somucho.go.jp/gyou 

kan/kanri/hO.htm)。これによると、この制度は次 

のように説明される。

「規制の設定又は改廃に伴い政令•省令等を策 

定する過程において、国民等の多様な意見•情 

報•専門的知識を行政機関が把握するとともに, 

その過程の公正の確保と透明性の向上を図るこ 

とが必要である。このような観点から、規制の設 

定又は改廃に当たり、意思決定過程において広 

く国民等に対し案等を公表し、それに対して提 

出された意見•情報を考慮して意思決定を行う 

意見照会手続(仮称)(いわゆるパブリック•コメ 

ント手続)を、以下のとおり定める。」

対象は、「①広く一般に適用される国の行政機 

関等の意思表示で、②規制の設定又は改廃に孫 

るものは、本手続を経て策定する」とされる。① 

については、「本手続を経て策定されるべき意思 

表示は、政令、府令、省令、告示等である。『等』には、 

行政手続法上の審査證轉•処分基準•複数の者を 

対象とする行政指導に共通して内容となるべき 

事項を含む」とされるから、非常に広い範囲を力 

バーすることになる。ただし、②の条件からは, 

例えば「労災認定基準」のようなものは直ちに対 

象とされない可能性がある。

本誌の「アスベスト禁止をめぐる世界の動き」 

で、昨年紹介してきたイギリスにおけるアスベ 

スト関連規則の改正手続(Cunsultative Docu
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ment(協議(諮問)文書)を公表して広く(国外か 

らも)意見を受け付け、提出された意見も提出者 

が了承するものはすべて一般から照会可能とし 

ている)は、まさにこの制度の実例である。「パブ 

リック•コメント制度」は,その内容と活用のさ 

れ方によっては、「行政手続法」では対象になら 

ない「行政の意思決定過程」の公正の確保と透明 

性の向上を図るうえで重要な手段のひとつとな 

りうるものと考えられ,少なくとも「規制の制定■ 

改廃に係るもの」に限定せず、「行政手続法」の対 

象となるものはすベて対象とすべきであろう。 

私たちの提案については、8頁の要望事項(A- 

1)を参照していただきたい。労働省の回答は、 

「総務庁を中心に検討中なので、決定されたら遵 

守していく」という、まあ予想どおりの回答。

たまたま交渉当日の日本経済新聞朝刊がこの 

パブリック•コメント制度を取り上げ、「通産省 

が先行導入 試行半年、透明度高まった？」と 

いう記事を掲載した。意見募集しても審議会を 

開かずに政令を決めた例もあれば、応募が1件も 

なかった例もあるなど様々なようだが、外堀が 

埋まらないと腰を上げないという労働省の姿勢 

はおそまつだ。私たちの提案がどのように扱わ 

れていくかも注目していきたい。

全段的ホ項2
「労災隠し」は多いと認識

全般的事項としてはもうひとつ、「労災隠し」 

の現状認識に焦点を当てた。

前年度の交渉では、「労災隠し」防止の具体策 

について話し合いたいという思いで交渉に臨ん 

だが、話はほとんどすれ違いに終わり、反省して 

みると、日頃その「労災隠し」事案ばかり(と言っ 

てよいほど)扱っている私たちの「常識」が通じ 

ていないのではないか。防止策を議論する前に、 

議論の共通のバックボーンがあるのかどうかを 

確認する必要性を痛感した次第である。

その点だけ回答するような要望事項にしたの 

だが、当初の回答は相変わらず「労災隠しは重要 

な問題であると考えて対応している」という、意 

図的とも言えるはぐらかし回答(A-3、9頁参照)0 

今回はともかぐ「労災隠しがどの程度あると 

把握して/考えているのかだけははっきりさせ 

よ」と迫った。結果としては、それでも数字はあ 

げずに、「送検件数(年間6〇〜70件程度)の何倍 

かくらいだろうという発想では、もちろんない。 

少なくない件数がまだ把握されていないという 

ことは、そういう前提で考えている」と、はじめ 

て見解を明らかにした。

まだ奥歯にモノのはさまったような言い方だ 

が、ともかく「労災隠し」が多いという「共通認識」 

を後戻しさせないようにしながら、その実効ある 

防止策、あるいはそのための労災職業病統計の分 

析等の議論を進めていきたいと考えている。

労安全衛生関係

健康管理手帳の指定医療機関

労働安全衛生関係で、具体的進展らしきもの 

が得られたひとつは、発がん物質取り扱い•(乍業 

者等の退職後の健康管理に係る健康管理手帳所 

持者が、健診を受けることができる指定(委託) 

医療機関の問題(B-6,14頁参照)。

労働安全衛生法第67条に基づく健康管理手 

帳は、現在12の業務が対象とされ、昭和47年9月 

30日付け基発第653号「健康管理手帳所持者に 

対する健康診断の実施について」(「健康診断実 

施要綱」)および昭和47年11月29日付け基発第 

762号「健康管理診断実施の運営について」(「運 

営通達」>が示されている。「運営通達」は「安衛法 

便覧」等市販の解説書にも収録されていないの 

だが、ここで、委託医療機関の具備すべき人材や 

設備等の要件や都道府県労働基準局が指定医療 

機関と結ぶ契約書のひな型、健診費用等につい 

て指示しているようだ。

1996年3月27日付けで、石綿,ジアニシジン、 

コークス関係の3業務が対象に追加された(1996 

年12月号34頁参照)が、上記「運用通達」を改正 

した平成8年7月23日付け基発第476号等によ
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ると、委託医療機関が具備すべき要件は、例えば 

石綿閧孫業務に関しては、以下のとおりとされ 

ている。

① 当該健康診断に関し専門的知識及び経験を 

有する医師が充員されており、当該医師がそ 

の健康診断の実施に当たること。

② 臨床検査技師、衛生検査技師等当該健康診 

断に係る検査業務を円滑に遂行するために必 

要な者が充員されていること。

なお、粉じん業務に係る健康診断を実施す 

る委託医療機関にあっては、珪肺労災病院の 

実施する「じん肺診断技術等研修」を受講した 

エックス検査技師及び肺機能検査技師を有す 

ることが望ましいこと。

③ 委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げ 

る業務に係る健康診断の実施に必要な設備が 

整備されていること。

(ヌ)石綿業務関係.

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特 

殊撮影装置

b標本染色用器具

c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

④ (社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精 

度管理事業に参加している等、精度管理に努 

めていること。

健診を受診できる医療機関がごく少数に限定 

されていることは、この健康管理手帳の実効性 

を著しく損なっている。一定の人财•設備等の要 

件が必要であることは容認できるとしても,地 

方の労働基準局によっては(委託契約の当事者 

は労働基準局長)、「各県3、4か所までと決まって 

いる」とか「他県と比べて多い」という理由で、拡 

大の要請に拒否する回答をしてきた。

1998年4月27日に実施された石綿対策全国 

連絡会議の労働省交渉でもこの問題が取り上げ 

られたが、人材•設備以外に、「医療機関にとって 

の付属的な事務処理の必要性」や「労働基準局側 

の限られた人的資産と予算」が、拡大できない理 

由に付け加えられただけであった。これらはまっ 

たく言い訳にすぎない。とくにに「予算」につい 

て言えば、健診受診者の数には関係しても委託 
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医療機関数を制限する理由にはならず、この点 

は今回の交渉では、労働省もこの点は認めた。 

今回、労働省はおよび腰ながらも、「都道府県 

労働基準局に対して数を制限していることはな 

い」と明言している。これをてこにして、地方労 

働基準局に対して委託医療機関の拡大を一層働 

きかけ、健康管理手帳を少しでも実効性のある 

制度にしていきたい。

また、発がん物質対策として、IARC掴際がん 

研究機関)がシリカ(二酸化珪素(結晶性))の発 

がん性をグループ1(ヒトに対して発がん性あり 

としたことを受けて、安全衛生対策、労災補償対 

策の両面から対応をとるべきことが昨年度の交 

渉でも焦点のひとつとなった。今回の交渉でも、 

労働省の回答は相変わらず煮え切らないのだが 

(B-5、13頁参照)、昨年12月3日付け毎日新聞西 

日本版で「米専門家発言 労働省、裁判で『曲解』 

紹介」と報じられ、1'2月号24頁でも紹介したよ 

うに、一部の専門家のIARC決定に対する懐疑 

論(「論」にも値しないが)にあおられ/を利用し 

た労働省の不誠実さは許し難い。

しかし、やりとりを総合すると、「早ければ1999 

年度内にも、何らかのかたちでどうするのかと 

いう結論は出すつもり」ということのようなの 

で、これをフォローしていく必要があろう。

一方、アスベストに関しては、はっきり国際情 

勢に対する無知■無認識をさらけ出していると 

言ってよいだろう(B-4、12頁参照)。日本を除く 

先進工業諸国がすべてアスベストの法律上/事 

実上の禁止に踏み切ろうとしている中で、日本 

だけが取り残されるだけでなく、開発途上国へ 

の被害拡大の隠れ蓑としても利用されるという 

危はますます強まっている。当面、もっとも強 

力に取り組んでいきたい課題のひとつである。 

なお、今年2月17日に決定された「1999年度 

労働基準行政運営方針」(http://www.jil.go.jp/ 

kisya/index_2k.html)では、新たな安全衛生対策 

として以下ような事項が掲げられている。

① 屋外作業等における有害物への曝露露低減 

化のための濃度測定等に関するガイドライン

② ICRP勧告の取入れ等に伴う電離放射線障

害防止規則等の見直し

③ VDT作業における労働衛生管理対策の推 

進(？)

④ 内分泌攪乱物質の労働者の曝露状況を把握 

するための調査

⑤ 労働安全衛生マネジメントシステムの普及 

促進事業

⑥ 安全衛生情報センターにおける情報提供等 

の実施

⑦ 労働者の意見の把握等に基づく継続的■組 

織的な快適化の取組のための管理手法の策定

労災補償関係

精神障害の認定基準策定等

労災補償関係では、労働省自身が、昨年8月に 

発表された「1999年度労働省重点施策」および 

今年2月17日に決定された「1999年度労働基準 

行政運営方針」(前述)において、以下のような方 

針を掲げていることが注目される。

① 精神障害等に関する判断のよりどころとな 

るものの策定検討

② 障害等級認定基準等の見直しに向けた検討

③ 発がん性の'清報等新たな医学的見解に基づ 

く認定基準等の見直しの検討

「精神障害等の認定基準の策定」(C-3、18頁参 

照)に関しては、交渉後の情報もふまえると、早 

ければ今夏頃にも何らかの「認定基準」が策定さ 

れる模様である。現在請求中の事案についても、 

この認定基準の策定を待ってから決定を下すよ 

うに指示していると伝えられる。

「障害等級認定基準等の見直し」については、 

1999年度新たに掲げられたもので、C-1①〜⑥の 

要望事項を出してやりとりを行った(16頁参照)〇 

結論的には,専門家による検討を開始してみない 

とどのような内容になるか今のところ定かでな 

いということのようだが、補償額(水準)や年金の 

対象の拡大(じん肺の場合の取り扱いも？)は検 

討の対象として想定していないようだが、障害認 

定等級表の見直しの必要性の有無は対象になる 

可能性もありそうだ。パブリック•コメント制度 

の話ではないが,こちら側からの提案を積極的 

に提起していく必要があると思われる。

職業がん関係が対象になると思われる③につ 

いては、重点施策では掲げられているものの労 

働基準行政運営方針では明記されていない。「国 

際機関等が化学物質の発がん性の評価等を行っ 

たものについて、当該物質を国内的にどう取り 

扱うかといったことを検討する予定」というこ 

と(C-2①、17頁参照)なので、前述の安全衛生対 

策面からのシリカ問題等の対応との関連も含め 

て注目される。

なお今回は、国民的な課題であるがん対策と 

して、その職業要因および環境要因を把握し、対 

策に活かすためにも、何らかの「がん登録システ 

ム」を構築すべきではないかという視点からい 

くつかの問題提起を行った(C-2②〜⑤、18頁参 

照)。回答は予想どおりの無関心さだが、厚生省、 

労働省、環境庁にもまたがる課題として今後も 

追求していきたい。

全般的に「労災補償関係」については、前年度 

と同様、要望内容に答えるのではなく現在労働 

省が行っている施策や制度の解説をするだけで 

すませようとするなど、誠意がみられない。これ 

では、どんなに時間をかけて何度繰り返しても 

建設的な議論にならないので大きな問題だ。今 

回はとくに、「災害補償制度の官民格差の是正」 

に関して,前年度要望事項で「格差」の実例とし 

て11項目の具体的事項(1998年4月号23頁参 

照)を掲げているにもかかわらず、「そもそも官 

民格差などない。あるとすれば民間企業の労災 

上積み補償に相当する公務員災害補償制度の特 

別援護金だけ」などと回答するので、紛糾する結 

果になり、再度確認して何らかの回答すること 

になった(C-8⑥、23頁参照)。じん肺の在宅療養 

における超音波ネブライザーの取り扱い等に関 

しても同様である(C-6⑥、21頁参照)。

いずれにしろ、毎年粘り強く交渉を継続しつ 

つ、その方法も改善•充実させながら、建設的な議 

論がしていけるようにしていきたい。
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労働安金衛生•労災補償£團する 

労働省要望事環と回S
1999年1月 22 日14:00-17:00
衆議院第一議員会館第4会議室 

金国労働安全衛生センター連絡会議

CaT"全般的事項
1.総務庁において、広く一^される国の行 

等の意思表示で規制の設定またかるもの 

について,事前に国民の意見をMして反映させる「規 

制の設定または改廃に係る意見照会手陵(«)(いわ 

ゆるパブリック■コメント手続)」を」999年度から実 

施する方計で検討中されている。総務庁行政管理局が 

各省庁の協力を得て取りまとめたとされる同手続案に 

よれば'⑽W令、告示だ,:reなぐ「行政手続法J：の審 

査基準,処分綠徽の者を嫌とする行鵬導に共 

通して内容となるべき事項jもその対象となり、 

的な意思決定を行う前に,_^けでなく関麟料 

等を含めて、®厶ページへの掲載等の公表方i去に 

より積極的な周知を図ること。鍵に対する意見-IW 
については.⑤1か月程度を目安に募詡間を明示し、 

_便.ファクシミリ、電子メ 手段を公表時に

明示し、_ 出された意見■情報を考慮して意思決定を 

行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を 

取りまとめ、提出された意見•簡報と併せて公表する、 

などの内容が検討されている。

労働省におかれても積極的に検討され速やかに、下 

記の内容を含めて実施されたい。

① »災害の職行政纖蜘链 

基準等_!をすべて磯とすること。部内限通墓事務連 

絡等とされていても、審査基準,処分基準に該当するも 

のは対象とすること。

② 公表時期は、遅くとも関に対して公表する 

のと同時期とし、提出された意見を関係審議会等 

に対しても報告すること。

③ 公に関して【丈関!!^^に提出する資抖ti 
すべて含めること。それ以外の必要な関連資料の提示 

要請に応える方策を検討すること。まず専門家会議に 

検討を委託し、その報告を中心に審議会での検討が行

われるというケースがしばしばあるが、専門家会議の 

翻のために樹共され^関®mこっぃても錶する 

こと。

④ 公表方法には、労働基準監督署等の窓口における配 

布.郵送、ホームページへの全文(関連資料等を含む)掲 

載,の全ての手段を含めること。

⑤ 意見の募集期間としては、3か月程度確保する 

こと。

⑥ 意見の提出方法には、郵便、ファクシミリ、電子 

メ ール、の全ての手段を含めること。

⑦ 提出された意見を考慮して意思決定を行うとと 

もに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまと 

め、提出された意見■情報と併せて公表すること。

⑧ 頒すべき隠験を含めて本稀を遵守しな 

かった場台、申し立てに基づいて調査を実施し、その結 

果を公表.我谴Sがあった場合には_のやり直し 

や責任者を処分する等の公正妥当なシステ厶を確立す 

ること。

⑨ 行政手続法±の「申請する処分j'rr利益脑に 

関して,処分内容、麵!際文、処分権者、審査■処分基準' 

標準朗理期間,公聴会の開催、理由の提示等々を明示し 

た一賀表を、毎年翻iしく作成し、行I聴ロ、ホームペー 

ジ等で入手できるようにされたい。

【回答】(田中監督課法規係長)

現在、鵬庁を中心に各方面の意見をしっっ、鋭意 

検討中。労働省としても、決定された手続にしたがって適 

切に施行していく所存。①であげられた要望につい 

ても、パブリックコメントについてな手続を定める 

に際に参考にさせていただきたい。

⑨については、当然ながら、問い合わせがあればすぐ(こ 

答えられる体制はとっている。ホームページへの掲載に 

ついては、鋭意検討していきたい。.

8安全センター慨11999年4月号

答したくないのではないかと思われる)。【翩
パブリック•コメント制については、交渉当日(1月22 

日)の日本経済新聞朝刊で,m庁での検討結果を待たず 

に,昨年8月から施行している通産省を取り上げた記事が 

掲載されていた。他に建設省、郵政省、日銀などもすでに 

部分的に実睡しているとのことであり、労働省の姿勢が 

きわめて消極的であることを»。導入に当たっては、こ 

こであげた要望を Mするよう申し入れた。

2.インターネット上に開設した労働省のホームページ 

について、下記のような改善をされたい(昨年同じ要望 

をしたが、明答されていない)。

① 繊■有害,例のデータベース■サー 

ビス等々を開発し、労使および産業医等の関係者が活 

用できる体制を検討■整備すること。

【回答】(常磐労働衛生課業務第4係長)

事業場における労働衛生水準の向上、さらには労働者 

の安全と健康の確保を推進していくためには、御指摘の 

ょうな危険■有麵青報,職場改割^^を提供していく 

ことは非常に有効であると考えており、前向きfこ検討し 

ていきたい。

② オンラインで相談■照会を受け付け、回答できる_ 

を整備すること(諸外国の例としては、WorkSafe 
Western Austratiaでは24時間以内の回答、イギリ 

スのHSEは10日以内に回答するよう努力するとして 

おり、アメり力のOSHAでは、過去に寄せられた質問 

に対する回答内容も閲覽できるようにしている)。

［回答】(半田計画課長補佐)

御要望の趣旨は双方向の情報のやりとり、ということ 

になろうかと思う。われわれの側からの提供に関しては、 

劈働省のホームページ,それから中災防の中に安全衛生 

情報センターを設置していこうとしており,これ力垸成 

するとかなり1麵驟もいままで以上に谢匕できるので 

はないかと考えている。もうひとつ,オンラインで例えば 

メーで受け取ってそれに答えるようにしてくれとい 

う要望だと思うが、技術的問題も含めてそのような侔制 

はとれていない。いましばらく時間をいただきたい。まず 

は、われわれからの情報の発信の方について、十分にやっ 

ていくよう努力していきたいと考えているので、御承知 

おきいただきたい。

③ 労働省ホームページのりンク集で、全国安全センター 

のホー厶ページ(http://www.jca.ax.apc.org/ 

joshrc/)へのリンクを張っていただきたい。

脑答】

回答できる者が出席していないとの理由で回答せず徊

3.いわゆるr労災隠し」に関して、社会保険庁は、本来労 

災保険で支払ぅべきものが「全国で6万件,20億円ない 

し22億円が毎年支払われている」と国会で答弁してい 

る¢1997年5月15日参議院労働委員会)。1995年 

12月21日の日本医師会労災■自賠責委員会の答申で 

も、「労災隠し増ini頃向にあるということばかり 

でなぐその内容が企業ぐるみで行われている疑いの 

ある事例が増カロしている_!とJ鋼し、府県医自蛤の調査 

でも、トラブルを経験したことのある医療機関が、大阪 

府で38.1%、広島県で30.2%、このとき労働基準監督 

署に通報したのは各々、3.9%、1.5%にすぎないD 

これ(丈私たちが日常相談を受け付いる実感とも 

一致している。

労働省の関係部局(監督課、補償課、安全衞生部)では 

各々、実態をどのようにreし、該識されているのか明 

らかにされたい(昨年同じ要望をしたが,明答されてい 

ない)。

【回答】(庭山監長)

「労濯し」にっぃてはゎ枇)れも非常に 觀な問題で 

あると考えて対応している。労働安全衛生法上の報告義 

反ということで送検を行なっている。

「労災隠し」轄を 躍するための手だてとして、いろい 

ろな書類の突き合わせ,あるいは被災者の方からの相談 

といったものの他に,関係省庁からの情報もある。とくに 

社会保険庁から,これは労働災害に起因する災害ではな 

いかというような照会が行なわれる場合ももちろんある。 

そうした場合には、事案のあった都度、労災補償の適切な 

手続という問題とともに、苑傷病報告の提出が行なわれ 

ているかどうか、必要に応じて被災者のお話を聴くとか, 

いうことで確認を行ない、対応を進めている。

ちなみに平成8,9年の全国の送検件数は60件から70 
件程度=少しずつだが、あがってきている。

【誦
「労災隠し」の問題については、前年^〇でも労纖計 

の食い違いの話を通じて論 したが、どうも「労災隠しの 

実態が重大な問題としてあるJという議論の共通のパッ 

クボーンがあるのかどうかということから、この要望を 

出した。

社会^険庁がぁげた数字、医師会の調査の数字にっぃ 

て労働省はどう考えているのか、あるいは,労働省として 

独自に把握(推計)している数字があれば明らかにせよと 

迫った。それに討しては、「数字的なものははっきりとは 

わからない」としながら,「送検件数の何倍かくらいだろ 

うという発想では、もちろんない。少なくない件数がまだ 

把握されていないということは、そういう前提で考えて
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いる」と,はじめて見解を明らかにした,

「全国的にかなりの数があるという認議のもとで,地域 

を限ってとか、特定の業種(こついてだけということでは 

なく(件数の多い建設業には重点を置けと指示している 

が)、全国の監督署で、提出された死繃報告書の全体に 

ついて,(労災保険請求書との)相互の不自然さととか、『労 

災隠し』の発見に努めなければならないと指示している 

わけである」とのこと。

4.今般の免圈®W載fciEにより、者随府®長 

は、労働条件についての労使の紛争の解決につき援助 

を求められた場合には必要な助言■指導をすることが 

できるとされ各局にはすでに労働条龍争担当官が 

配置されている。この新規事業実施に当たっての方针 

(マニュアル)の詳細を明示した文書を提示されたい。 

また,必要があると認めるときば「広く 给の実

情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者

の意見を聰く」とされているが、全国安全センター加盟 

の地職全ンターゃ地域く労働相談舌動を行ってぃ 

る諸団体の意見を聴く _ を設定するようにさねたい。 

【回答】(庭山監督課監®®長)

これは、咋年の1〇月1日から労働翻播1〇5条の3が 

施行されている。この実醒領についてt堤供する(A手 

済み一平成10年10月1日付け基発第562号「紛争解決援 

助制度の運営について」)。国会での成立ヵ均月もかなり後 

の方になったという関係もあって、これを円滑に動かし 

ていくということについては,時間的な制約もあったわ 

けだが,全国で腰な紛争担当官も配置され体制力靈っ 

たという状況である。

後段の参与については、すでに都道府県労働鮮局長 

によって委嘱され、参与の体制も含めて整えられたとい 

う状態。ただ、制度の全体について、このような場を通じ 

て、いろいろ運用の状況を説明するとか御要望を_ 

お聞きするということはしていきたい。 m3
B.労働安全衛生関係

1.労働省では、「新しい労働安全衛生管理システムの基 

準」の検討をすすめていると聞くが、このテーマは昨年 

の要望事項であげた(B,労働安全衛生関係の1.-4.) 
労働安全衛生法制のフレームワークのあり方にかかわ 

る重要な問題である。公開の!纖な議論を展開して、抜 

本的な法令改正を図るべきであると考える。

① 「労働安全衛生方針」'_庚全衛生目標JJ労働安全 

衛生計画」の作成、および公表を事業主の義務として、 

明定されたい。

② 法令で要求された事項(性膨錠)を遵守するだItr 
なぐ包括的かつ具体的な職場の「リスクアセスメント」 

の実施、およびその結果を公表することを、難主の義 

務として明定されたい(リスクアセスメントが必要な 

のは化学物質管理においてだ(trはないことに留意さ 

れたい)。

③ 日本の民間企業によくみられる毎年ごとの「ゼロ災 

害」の達成で満足するのではなく,的かつ継続的 

な改善」を労働安全衛生管理の目標として明定された 

い(すなわち,サイクルではなくラセン型,現行法上 

の快適職場の形成促進の努力繡の強化ともいえるか 

もしれない)。

④ ⑽「方針」、「目標j、「計画」を実行する体制、責任の明 

確化と権限の付与等,および公表を、の胃旁とし 

て明定されたい。

⑤①〇「胤!、「目標J、曜I」の実行•鋼ガ兄の点検、安 

全衛生委員会および第三者による監査、およびその公

表と、それら彷吉果ICSづく見直しを、の難と 

して明定されたい。

⑥ 伽「方針」、「目標1、「計画」(②0リスクアセスメント、

@0実行体制を含む)の作成'実行、点検、、見直しの 

全プロセスに対して労使対等決定の原則を確立された 

い。労働安全衛生法上、「安全衛生リスクと対策を知る 

皭in、「労®管理プロセスに参加する擬！!、「適 

切な教育■トレーニングを受ける権w、「当局に提訴す 

る 「重大な危険時に作業を停止する®山等を柱

とした、労働者および労働者代表•労働組合の®を明 

定されたい。

⑦ ©©耘者にょる链を扇サービス機関 

の役割のひとつに位置づIナられたい。労働安全偉注サー 

ビスに関して、「担い手としての産業医、内容としての 

健康診断、中心jの現行のあり方を見直し、上述の労働 

安全衛生管理プロセスの各段階において労働者•事業 

主か容易に利用できる実効注のあるサービスを提供す 

る体制を確立されたい。

⑧ 上記①.②、④、⑤における公表は,当該事業場の労働 

者だけでなぐ事業場近隣の住民を含めた一般を対象 

とされたい。労働安全衛生管理と環境管理の統合に努 

められたい。

⑨ ±ii!卿姻皮^衛プロセス胳鵬にぉぃて、 

别るいfirn当局に囉をついたした」 

ということに対して、通常の罰則よリも格別に厳しい 

罰則を課せられたい。
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【回答】伴田計画課長補佐)

まず基本的なところを御理解いただきたい。全般的に 

義務化してしまうというのが基本的な御主張だが、マネ 

ジメントシステムというのは,義務化して云々というも 

のではないと思っている。中央労働基準®^にもこの 

件を諮り,昨日、マネジメントシステムを導入していくと 

いうことについて、そういう方向でやりなさいという答 

申をいただいている。

その議論の中でも、従前の規制のように法律-^^(匕 

してどうこうというものではなくて、現場の労使が§主 

的に取り組んでいただぐ安全衛生管理を進めていただく 

方策を効果^こ進めていただくための方法論を提供して 

いくというもの。そういうものだと御麹いただきたい。 

だからといって、これを導入したからといって、従前の 

法令でもって、場合によっては罰則でもって担保してい 

る規制を、緩めるとかいう話ではまったくない。

そういうことなので,御要望のように義務｛匕というこ 

とではなぐむしろ現場の労使が一体となって安全衛生 

活動を進めていただぐ新しい一ということでもないか 

もしれないが、非常に前向きの鑛であるので、そこを御 

理解いただき、その普及と実践に御協力いただきたい。 

そのうえで、_ 第三者監査について。(現在の案では) 

第三者監査という仕組みになっていくということには 

なっていないのだが、将来、認証制度のようなもの力働き 

出すようなことがあれば,そのことも考えていきたい。ま 

た、現実にい くつかの機関ではそういうサービスを提供 

していくと動いているところもあるが、そういう動きを 

阻もうとかいう気はまったくない。こういう取り組みを 

協力してやっていかれようとするなら、それはそれでよ 

ろしいと考えている。

［討論】

「労i跛全衛生管理システム」にかかわる全てを翻化 

せよということではなぐあらかじめ法令SfclEの検討の 

有無を除外することの方が問題。議論されているテーマ 

の中には法制化によって、現行の労働安全衛生法(第3章 

は「労働安全衛生管理体制」に当てられている)の不備■弱 

点を改善すべきものがあるという趣旨である。咋年度の 

要望事項では、EUの労全衛生に係るフレームワーク 

指令(89/391/EEC)をひいて、事業主の翅舌的麵®-1)、 

労働者/労働者代表の権利⑽'産業医/醸診断中心で 

はない有効な労働安全衛生サービス(B-3)という枠組み 

を明確化すべきだという要望を行なったが、ここで掲げ 

たのは、それらの内容の一部をなすものだと考えると補 

足説明した。

「自主的」ということを べき,克も、リスクアセスメ

ントの手法の開発や改善など.多々ある。 

【回答】伴田計画課長補佐)

リスクアセスメントの重要性は、われわれも認識して 

いる。これをどういうふう(こ実際にやっていただくか、告 

示で出そうとしている指針の中にも,リスクアセスメン 

卜はちらっと出てくる；^、実践していくうえでどのよう 

にやっていただくかというところは今後も検討していか 

なければならないという認識t饿っている。

「マネジメントシステムについては、個人的な読みだが、 

このようなかたちでやらなくとも、おそらく3へ4年のう 

ちには事業所の皆さんが目の色を変えて取り組むように 

なると確信している」との発言あり。

2.今般の労働基售載征により,國龙3液業に従事する 

労働者の^Wの改善、健康管理の推進等^に関 

する翻物雖のための労使そ©ffe鵬者の自主的な 

努力を促進するものとされ、将来における深夜業の総 

台的なガイドラインの策定に資するため、主要ご 

との労使による自主的なガイドラインの適切な設定に 

向け、労使が参考とすべき事項を明らかにしつつ実態 

調淤労使の話し合いの場の験等,労使の取り組み 

に必要な援助を行うとともに,ILO第171号(夜業)条 

約の趣旨を踏まぇた深縫の実効ぁる抑制摘にっい 

て検討することとされたところである。

① すでに1985年12月にまとめられた労働基準法研究 

会深夜交替制専門家会議の報告の後、労働省ではガィ 

ドラインを作成する方制■であったと伝えられる。これ 

か漢現しなかった(ていない)事情について明らかにさ 

れたい。

【回答】(尾田労働時間課企画第1係長)

10数年も前のことなので、当時の状況を詳細にはわか 

らない点もあるが,深夜交替制専門家鴿の報告を受け 

て出された昭和60年の「深夜制労働に関する問題点 

と対策の方向についてJと題された(労働基準法)研究会 

報告があり,この中では、「当面は,労使が考慮すべき事項 

を指針として示すことが適当であるJと撤商されている 

ところである。

これを受けて当時労働省でも、深夜3^制労働におい 

て労©慮すべき事項についての指針を作成するとい 

う方針であったようである。しかし、この検討の過程にお 

いて、ILOの夜業条約、勧告が撤 されたという事情があ 

り、また、従来から深夜交替制を採用していた製造業、医 

療関係といった事業場に加えて、コンビニ等第三次産業 

の深夜棘制労働といったものが顕在化してきた。こう 

いう、報告書を出した時点ではまだ出てきていなかった, 

異なる状況が生じてきた。

また,深夜交醐の実態は,業種によっても,事業所に 

よっても千差万別である。ということから、実際に髓！"を 

作るにあたって、統一的な指針を作ることは非常に困難
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であるというような事情にあったことが考えられる。 

このように深を含めて深®0実態がMご 

と、事業所ごとに様々であるという実態を踏まえて、来年 

度から、深夜業に関する労使による自主的ガイドライン 

作成というものを予算措置している。こうした 

支援事業において,まず業種ごとに労使で自主的に深夜 

業に関するガイドラインを作っていただくということを 

支援するところから、始めていきたいと考えている。

@深夜_中の安全問題(とくにコンビニエンスストア 

等少人数で勤務する場合の犯罪被害や火災等)および 

深麟輝労齡の麵赴£9^±問題、深縫と脳- 

,し臓疾患等の健康問題との関係の分析,対策の確立に 

資するょうな実態調査を実施されたい。 

【回答】(石山安全課主任)

前段にっいては,深中の安全問題に関しては,第 

9次労働災害防止_iによって「犯罪に巻き込まれ被災す 

る事例に対する対応も検討していくこと」とされている 

ところから、必要な対策の検討を諮っていきたいと考え 

ている。

【回答】(常磐労働衛生課業務第4係長)

後段については、深夜業に関わる諸問題ということで、 

昨年、「深度業の鯉環境,健康管理等の在り方に関する 

_会Jを設置して、「深夜業の実態に関するアンケート 

調査」等を含めて釀研究を行なってきたところで,すで 

に11月に中間報告がまとめられている。

®深夜業に関するガイドラインに1丈深顏_中および 

W 赴の雜確保麻織診断 Wの鵬確保対 

策を含めるようにされたい。

【回答1(尾田労働時間課企画第1係長)

來年度から予算措置している労使による深夜業に関す 

る自主的ガイドライン支援事業といったものにおいて、 

労使が深夜業に関する自主的ガイドラインを検討するに 

あたっては、御撤®の通勤途上の安全確保対策、健康診断 

以外の健康確保対策といったものが,その検討の射象に 

なり得るものと考えているが,このガイドラインを具体 

的にどのようなものを定めていくかということについて 

は,その業界の纖を踏まえて、その業界の労使が実際に 

話し合って決めていくということになっている。

これは予算措置をして平成11年度からということで、 

各業界の労使に学讓縮の方等にも参加していただき、 

話し合いの場を持ち、実顧もやってもらって、その業 

界に右tナる深夜業に関するガイドラインを自主的に作っ 

ていただぐそういう場を支援していく事業Tある,平成 

11年度は予算上はを考えている。こちらで選ぶ 

のではな く,手を上げていただいた業種からということ 

でぁる。

【綱】

前述の「中間報告」中の「n対応の方向」で搗げられた 

内容が、自主的ガイドライン作りのベースになると考え 

てよいかとの質問に対しては、「中間報告も附帯決議で言 

う『労使^寧考とすべき事項jの参考資料めひとつ」。なお, 

研究会の今後のや最終報作成の予定などは、「いま 

のところない」。

「参考とすべき事項jのメニューがいまそろっているわ 

けではないが,中間報告の他には,昭和60年の深夜交_ 

労働専門家会議報告、業種ごとにやっていただく実態調 

査の結果等も参考資料に入るとのこと。

3. 今般の労働基算去改正にともなう規®臟Kにより、労 

働時間管理*層不透明になりひいては過労死■自殺 

等の社会問題の拡大も懸念されているところである。 

労倒安全衛生面からの労働時間対策の強化に努められ 

たぃ。その際,下記のょぅな谢伽雖の積極的活用 

も図られたい。

① 労働安全衛生;去第65条の4は、健康障害を生ずるお 

それのある業務についての作業時間の基準を定めるこ 

とがで含るとされており,現在のところ高圧室内業務、 

潜水業務についてしか定められていないが,これを拡 

大すること。

【回答】(常磐労働衛生課業務點係長)

安衛?嫌65条の4の間の制限Jは、特定の有害な 

作業tこ係る作業時間の制限ということなので、一般的な 

労働時間の管理を対象とするということについては、適 

切でないと考える。

② 労働基準法第36条ただし書きは、健亂tとぐこ有害 

な業務の労働時間の延長を1日について2時間以内に 

制限すること/)砣きるとされており、施1ラ規則第18条 

に1～9の業務が列挙され,10で中央労働基準審議会 

の議を経て労働大臣が追加できるSt定されているが, 

これを強化■拡大すること。

【回答】(小宅労働時間課;規係長)

現在1〜9にかなり広範なものが盛り込まれているが、 

10の規定により必要に応じて追加していきたいと考える。

4. フランスが1997年1月1日からアスベスト(クりソ 

タイル)を原則禁止し、続いて1998年2月にベルギー 

も禁止、イギリス(安全衛生庁HSC)も1998年8月に 

禁止を提案することを決定。これでEU15か国中1〇か 

国执去令によってアスベスト(クリソタイル)を禁上す 

ること〇5：り、他にスイスとノルウエー、サウジアラビ 

ア等もすでに禁止を導入済みと伝えられる。EUレベノレ
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でも、1992年のEC指令(91/337ノ EC)ですでにクロ 

シドライト、アモサイト、およびクりソタイルについて 

も玩具等一部用途についてはすでに禁止しており, 

1998年2月にはさらに車両用プレーキ■ライニングへ 

のクリソタイルの使用の段階的禁止を定め(98/12/ 
EC).クリソタイル原則禁止の準備も進められている 

という。198◦年代に環境保護庁(EPA)による法令で 

の禁止に失敗したアメリカでも、すでに年間使用量は 

2万トン程度と伝えられる。

そのような中で,いまなお毎^18万トンも輸入： 

使用し続け、しかもその90%以上が身のまわリの建材 

に使われ続けている日本は,突出、孤立したアスベスト 

使用大国となってしまっている。

フランス、イギリスや阳における讖^を通じて、クリ 

ソタイ危険性、代替品の相対的安全性等に関する 

科学的知見は十分裔貴されていると考えるが、どうか。 

労働安全衛生法揃j令16条を改正して' 製造等禁止 

物質に,1995年改正で追加されたクロシドライト、ア 

モサイトに、クリソタイルも追加するようにされたい。 

【回答】(鈴木化学物類^査課業務第2係長)

クリソタイルは現在、有害性の表示や雇い入れ诗の労 

鵬生教育等,管理体制の充実を求めている。まったく裸 

のかたちで規制をしていないということではない。ただ、 

御指摘のようなこともあるので,今後とも情報取集とい 

うかたちで努めていきたいと考えている。 

闘］

禁止に向けたということでなく規制強化でも管理体制 

でもよいが,労働省でクリソタイルに関して具体的に検 

討しているということがあるのかとの質問に対しては、 

頌在はない」との回答。では、「情報糠」とは何をしてい 

るのかに射しては、「何かあればいろいろな先生方がいる 

ので、そういうところから1青報をとることになっている 

(?)」。

5.発がん物質対策に関して、以下のような改善を早急Iこ 
実施されたい。昨年の要望事項においても取り上げた 

が、その後の検討状況および見通しについて明らかに 

されたい。

①I ARC (国際がん研究機関)が、1996年1〇月に,けい 

肺の原因物質である二酸41^(結晶性)の発がん性に 

関して、「グループ1(ヒトに対して発がん性がある)」に 

引き上げた。二酸素(結晶性)を、早急に.特定化学物 

質等障害予防規則の対象物質として,発がん性に留意 

した対策を講じなければならない物質とし,またとく 

に、退職後の健康管理のために健康管理手帳を交付す 

る対象に、二酸化珪素(結晶性)に曝露する業務に従事 

した経験を有する労働者、を追加されたい。

【回答】(鈴木化判慣調業務第2顯)

IARCの決定について知しているが、現在、情報収 

集をしている段階で、まだ判断ができないという状況。 

後段の健康管理手帳のことについては代銃させていた 

だく。

労働安全衛生法t定める健康管理手帳は、重度の健康 

障害を生ずるおそれがある業務で政令で定めるものに従 

事していた者のうち,労働省令で定める要件に該当する 

ものに対し、離職の際または離職の後に交付されること 

とされている。健康管理手帳の交付対象となるためには、 

重度の健康障害を生ずるおそれに関して、疫学的にみて 

通常の場合と比較して明らかに有意差があるなど、高度 

の蓋然性が必要であるが、現時点ではこれに対応する知 

見は得られていないと考えられる。今後とも関係する知 

見の m に努めていきたい。

②IARCが発がん性を「グループ1Jに分類している物 

質で、特｛側上の通I攻っていないものとしては,① 

の二酸4挺素猫晶性)以外にも、ェリオナイト、酸化ェ 

チレ乂頁岩i由,鉱物油(未精製および半精製品)、スス、 

ニッケ匕合物(金属ニッケルを除く),硫化ジクロル 

ェチル(マスタードガス、イベリット)、クロロメチル 

ェーテル(工業用)、イソプロピルアルコール製造作業 

(強駿去)、コークス製造作業、木じん(かし、ぶな等の硬 

木)があり,これらの物質に関しても,①と同様の措置 

を講じられたい。(IARC分類が「グループ2A(ヒトに対 

しておそらく発がん性がある)」、「グJU-プ2B(ヒトに 

対して発がん性があるかもしれない)」の物質であって 

も、特定化学物質等障害予防規則あるいは行政指導で 

発がん物質としての規制をしている物質はある。) 

【回答】(鈴木化学物質調査課業務第2係長)

榭tWIにおける化学__制は、IARCの評ffiイコー 

ルというかたちではない。ただし,こういう評価があると 

いうことt踊知しており,今後とも、IARCの評価等を総 

合的に考えて、纖的に情報纏を行なって適切に対応 

していきたいと考える。

【誦

昨年12月23日付けの毎日新聞西日本版で「米専門家発 

言労働省、裁判で『曲解』紹介」と報じられ(1-2月号34 
頁参照,このこと自体については抗議した)、同記事中で 

「労働省は51ARCの判断は尊重しつつ、来年に医学者らで 

構成する委員会を設け、未然防止策などで反映させるか 

検討する』と話している」と報じられているという件につ 

いては、化学物質調査課の回答ではないとのこと。

「基本的にこれ(シリカ問題)が出てくるときCIARCと 

いう言葉(ま避けて通れないと思う。ここで問題提起がさ 

れているので。その中で、伝え聞いているとか、.いろいろ
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の情報の中で、この決定自体が本当にそうなのか、あるい 

ばぶっちゃけた話、学者の中での争いみたいなものもあっ 

たようだという話もあること。それから,本当なのかどう 

かまだ定かではないのだが、例えば、シリコーシス(けい 

肺)になっている方(だけに？)に発がんの有意性がある 

という1龍も聞いている。そんなところがあって、まだ情 

報が整わないと言うか。IARCの評価自体は評価委員会 

で一致ということになったのだろうが、IARCでなった 

からと言って.イコールでわれわれの方も100%すべてを 

入れていくというかたちではないので、そのへんの情報 

«をしながら検討をすすめていくということではない 

かと考えている」(どうもどういう1飾収集をしているの 

か相変わらずさっぱりわからないのだが、「IARCモノグ 

ラフにあげられている原著に当たる」ことなどはしてい 

るとのこと)。.

「何もしないということではない」、「判断がTきない」等 

と繰り返したが,シリカに発がん性があるということが 

正しいということになれば非常に大きな問題、広範な労 

働者の予防、対策、補償の問題に関わってくるという認識 

があるのかと質したのに対しては、「ですから,慎重にな 

_らざるをない」とのこと。「一応何らかのかたちでどうす 

るのかという結論は出すつもりである。1年以内とかはっ 

きりは言えないが,10年もかかるという話ではない。そん 

なに遠くなることはない」とのことである。

6.発がん物質取り扱ぃ作業従W等綱継©健康管 

理に係る® 管理手麵持者が、検診を受けることが 

できる医療機関を「すべての労災指定医療機関Jに拡大 

されたい。現行の都道府県労働基準局が指定する各県 

2、3か_呈度の医療機関に限定されていることか著し 

く制度の実効性を薄めている。事務の釀!化は医療機 

関側の問題でぁリ' また,予算上の問題1堪本的に存在 

しない。労災保険のアフターケア健康管理手帳に関し 

ては,1996年度からすでに実施されておリ,法令の改 

正を必要とせずに行政解釈を改めるだけでただちに実 

施できる(昨年、このような要望を受けたのは初めての 

ことなので今後検討する旨回答いただいたが、検討状 

況および見通しについて明らかにされたい)。 

【回答】(立原労働衛生課鎖係長)

現在、®W理手帳に基づく鵬鵬の観医謹関 

は、個々の健康診断に関して一定水準以上の専門性を有 

する病院であるということを前提として、過去の健康診 

断の鷄、さらには受診者の方の利便性ということも勘 

案して、都道府県ごとの実情に応じて®機関を選定し、 

委託契約をしているという現状である。

たんに労朔錠ということのみをもってでは、 

委託機関としてはふさわしくないと考えている。ただ.受 

診者の方の利便性力镨しく損なわれるような場合、っま 

り、たんに健康診断を受けるためだけに宿泊を要しなけ 

ればならないとか、非常に著しく利便性が失われるよう 

な可能性がある場合には、さすがにこれについては、都道 

府県労働基準局に対して、もう少し利便性がとられるよ 

うにということは指導していきたいと考えている。 

【綱

現場の労局では、者県3,4か所までと決まってい 

るとか、予算上の制限があるがあるかのような対応がある 

という点に関しては、「そのような指導はしていない」。「病 

院Jに限定するものでなく、「医療機関」ということは_ 

諷また,健康管理手帳の種類ごとに行政麵で示された 

設備や人的資源等の条件に加えて,「さらに言わせてもら 

えれば健康皆理の精度とかという問題も当然出てくる」。 

「予算上の問題は必ずしも当てはまらないということ 

はわかるが、『都道府県の実状に応じて』という言い方を 

したが、非常に多くの医療機関と委託契約を結ぶと病院 

のみならず行政個!でもいろいろな意味で限られた人員の 

中での業務という問題も出てくるし、そういう実状とい 

うのは都道府県ではやはりあるのかなというのはあるが, 

いずれにせよ数を制限しているということはない」。 

「委託の主体は都道府県労働基準局であって,本省では 

リストは持っていないム

7.労働安雜生法騷験文に関い:、以下のよぅな罰則 

規定の強化を図られたい。

① 糸播舌安^生管理者の職務怠慢について、罰則を設け 

ること。

② 安全衛生麵者等の制度について,罰則を設けるこ 

と。

③ 安全■衛輕員会を離しなし偏台の！側を定めると 

ともに、委員会設置_のない^^において、関係労 

働者から意見を聴く措置(則第23条の2)を講じなかっ 

た場合にも罰則を設けること。

④ 元鑛緒が必要な指示をしなぃとき等趣9条、29 
条の2),注文者が請負人に違法な指示をしたとき(法 

第31条の3)について、罰則を設けること。

⑤ 作業内容変更時教育について,罰則を設け 

ること。

⑥ 職長等の安全衛生教育について、罰則を設けること。

⑦ BIEMCj纖2条)の蠟となる麵にっいて^ 

または省令で明示し,罰則を設けること。

⑧ 鵬鋤異常所見者の医師靚醐こ罰則を設け,意 

見内容の記録を保存させること。

⑨ 健康診断実酿妾の措置について、罰則を設Iナること。

⑩ 法第119条の罰金を少なくとも100万円以下とする 

こと。
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【回答】伴田計画課長補佐)

勘:的に罰則を強化せよというお話だが,いかがなも 

のかと思う。われわれの罰則は,中味を履行してもらうた 

めに、いざというときは罰則を適用するという伝家の宝刀 

のようなものであり,ここに掲げられているようなことで 

は、なかなか現実的問題としては罰則の適用は難しい。 

例えば、慢などは、気持ちはわかるが、本当に 

やろうとすれば、大変な難国家になっていくのではな 

いかと私などは懸念する。

むしろ、罰則がないためにこういう問題があるのだと 

いうようなことがあれば、ぜひお聞かせいただきたい。 

_】

については,安会衛生委員会は'てきたが1回も開かな 

いというケースが多々あるという誦に射しては、「自分 

も現場で、安全衛生委員会はあるがただやっているだけ 

というケースも知っている。何力澗題なのか。個人的にも, 

安全衞生委員会こそ、労使力填剣に議論していただきた 

い場。法令はもちろんだが,自分たちの職場のことなのだ 

から、いくらでもやることはあると思う。よく言われるの 

は,何を_していいのかわからないという意見が多い。 

われわれとしては、罰貝！!^化よりも,安全衛生委員会を活 

性化していくにはどうやったらいいかということを進め 

ていった方が効果的、現実的だと思っている。平成10年度 

から、安全衛生委員会の活性化(こ関する調査研究を行なっ 

ている」。

そのような検討にあたっては,ぜひ被災者団体等の代 

表を入れるべきだという要望に対しては、「専門家や管理 

者の方々等に集まっていただいてすでに研究会をやって 

るはずのなので、いまからそこにただちに被災者団体の 

代表の方を入れるというのは難しいと思うが,そういう 

方の御意見をぜひ聞くようにということは、担当の方に 

伝える。具体的にどういう団体に聞けばよいかなど、後ほ 

ど聞かせてほしい」との回答。

_ 安全衛生教育に関しては.現在は.雇い入れ峙と危 

険有害業務に就かせる時にしか罰則がない。いまリスト 

ラの激しい中德規採用されるのと同じくらいf樸内容 

が大幅に変わることも多い。少なくとも新規酬に準ず 

るような作業内容変更の場合には、罰則付きの安全衛生 

教育にする必要があると指摘。

「罰貝|鵬化を一切やらないと言っているわけではない。 

やらなければいけないような環境があれば、当然やって 

いくことは考えていく。理屈の上では、労働大臣の定める 

省令だが,労働省だけで一方的にこうすると出せるもの 

ではない。必ず中 « を経て労使の意貝調整のうえにたっ 

ていくものだから、そこをクリアするためには,いまの規 

則で何が問題なのか,罰則がないためにこんなひどいこ 

とが起きて、その結果死亡事故がこんなに起こっている 

など、罰則を強化していればこの人たちはなくならなく 

てすんだ、災害をこれだけ減らせるというような事例が 

あれば、ぜひお聞かせいただきたい」。

参加者からは、罰則がなけれt輝業主がまともに取り 

上げないという現場レベルの実状があること、監督官の 

方にも罰則の背景がない指導には積極的でない場合もあ 

る等々の実態が榴商されまた、被害が出てからでないと 

動けないというのでは、被害の未然防止に逆行する等々 

の発言があった(「われわれがやりたくないと言っている 

のではなく、法令改正のプロセスを説明しているのだと 

いうことは御理解> 御協力いただきたい」との発言あり)。

8. に関して、以下

のような改善措置を講じられたい。

① 醒始衛生管理者を100人以上のT^、安全管理 

者を消防も含め30人以上の工場等、衛生管理者を30 
人以上の全産業に拡大すること。店社安全衛生管理者 

を10人以上の現場とすること。

② 安全衛生責任者には、^の実施につき権限を有する 

者を選任するよう規定すること。

③ 安全•衛生委員会を30人以上の全産業に拡大するこ 

と。

④ 特定黯(i去第15条)撰おょび自動車製鑛を 

追加すること。

⑤ 産業医の巡視対象に「設備」を含めること(則第11条 

と第1条を比較すると、衛生管理者は作業場等巡視の 

際に「設備、作業方法、衛生状態Jが視察対象となってい 

るが、釀医については「設備」が抜けている。産業医の 

前身である「医師である衛生管理者」のときは「設備」も 

含まれていた。理由があれば明らかにされたい)。

⑤地方労鵬纖绘お上び労災防止職員の麵を

強化J舌性化すること。

【回答］(半田計画課長補佐)

ここであげられている問題も  _ ちはわかるし、そう 

いぅ議論も出ている。

例えば•産業医の選任繼の30人以上規模への拡大と 

いうことについても,中央労働基準でも実際いろ 

いろと議論が出ていたが、ただちにこれを引き下げるベ 

き、どうしてもそれがないと困るという状況、そういうこ 

とがなかなか見えてこない。もう少し様子をみて対応し 

ていきたいというのが基本的スタンスである。 

【回答】(常磐労働衛生課難第4係長)

⑤について。産業医については、専門医学的立場で労働 

者の健康管理にあたるというもので、設備自体について 

必要な措置を講じるということは規定されていない。

括弧書き内の指摘については、医師であるなしにかか 

わらず、衛生管理者の鵬 として設備が規定されている
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ものと考える。

【回答】(半田計画課長補佐)

題も、例えばや保®mセンタ— 

で産業医の方に対する情報提供■研修^のサービス提供 

もやっているが、医師自身が設備面は少し心もとないと 

おっしゃっているのが実状。産業医の方に設備のことま 

でやっていただ く のがよろしいか。やはり、衛生管理者の 

方にきちっとやっていただく方がよりいいのではないか 

と思う。

⑥0災防！鵠員にっぃて。安全衛生大会のぉりに災防 

指導員の方の交流会等を通じて,労災防止指導員の強化 

ということはやっていきたい。謝金なども非常に低く抑 

えられているので、財政当局との折衝はなかなか厳しい 

ものがあるが.平成12年度予算では増額要求などもあ 

たっていきたいと考えている。

【回答】(鈴木監課魏鵬)

⑥舫労働黎鳝^  について。地基審においては、 

全俅としての審議を行なうとともに,法律に基づき各局 

とも災害防止部会を設置しており、労働災害予防に関す 

る専門事項を審議していると聞いている。引き続き,各局 

の審議会、災害防止部会において活発な審議がなされ災 

害防止に向けた労使のコンセンサスが得られ災害防止 

に資するものとなるようfこ、今後とも配意していきたい 

と考える。

【誦

⑤産業医と設備の関係については、省令作成の段階で 

うっかり落としたのではないのかという指摘には、「そう 

ではないと思う。衛生管理者と産業医の各々の役割を整 

理するときに仕分けしたのだと思う」。職場を巡視するこ 

とになっている産業医が、設備だけはみないというのは 

納得できないとの指摘には,「もちろん、産業医に設備を見 

させるなとか、意見を言うなという意味で^^いと思う」。 

申MSDS (化判麟安全データシート)制度にっぃて, 

昨年の要望(B-7)において「1993年度から行謝旨導と 

して実施が開始されてから5年が経つことを踏まえ、 

罰則付きの法令上の規定に格上げされたいJという事 

項をあげたが、まったく回答がなされなかった。今回の 

中央労働基準審議会の建議において、法制化が提案さ

れており、歓迎するが、せっかくこういう場をもってい 

るのであるから検討中であるのならば、フランクに話 

していただきたいと要望また、どれくらいの娜を網 

羅することを予定されているのか。

【回答】伴田計画課長補佐)

正直に言って担当官の胸の中にはあったと思う。しか 

し、こういうことでやっていこうと決まったのはごく最 

近のこと。纖的に法改正で射応するということが決まっ 

たのは、昨年の夏頃である。咋年、包み隠していた、秘密主 

義ということではないということ知されたい。 

射象物質についても、まだ麵には言えないが、われわ 

れとしてはできるだけ幅広く網をかけたい。

これも思想としては、いままでのような百いくつかの 

物質をぎりぎりとしばっている,ある意味で乩特fcWJと 

か有機M((で。こういうやり方でやっていったのでは、5万 

とある化学物質に対応できない。それに対応するために 

は,情報をきちんと提供して,その情報を活用して、それ 

ぞれtこ現場の労使で自主的に取り組んでいくという、そ 

ういう居！想で取り組まなくてはならないという考え方で 

きている。

そういう観点に立つと、できるだけ幅広.く、できれば5 
万物質すべてにかけたいところだが、他方、法律て® と 

するので、5万をすべて義務とするというのはとんでもな 

い話tなってくるので、なかなか認められない。いま、ど 

のへんで妥協するかというせめぎ合いになっているわけ 

だが。ただ、100や200の程度ではわれわれの考えている 

意味合いのものにならないので、それよりかなり増える 

だろう。現在の(表示力犠務づけられている)91物質に比 

ベて、それを少し増やす,という話ではなく、桁が違う増 

え方になると思う。

【Wife】

現行で表示が義務づけられている91物質について、 

個々の物質ごとにその表示内容を行政通達で示している。 

しかし、その内容が「大量に吸うと健康を害するおそれが 

ある」程度の内容で,行政指導でやられているMSDSの 

内容の方がはるかによいという問題を質したのに対して 

は、「まず法改正の内容がどうなるかにかかってくるので、

酮

労災補償関係

1.「1999年度労働省重点施策_!では.「障害等級認定基 

準等の見直しJがあげられている。その具体的内容およ 

びタイムテーブルについて明らかにするとともに,以 

下のような改善を実施されたい。

【回答】(鈴木補價課企画調整係長)

來(1999)年度から、闘iの医学的知見の収集とか現行 

の障害認定葬の問題点などを把握、分析のうえ、見直し 

に向けた検討を行う予定としている。具体的内容等につ 
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いては,こねから順次検討していきたいと思っている。ど 

れくらいの期間でということは,いまのところ考えてい 

ない。

① 分類描を含めた障害綱表自体の見直しも検討の 

課題とすること

［回答】(鈴木補償課企画調麵長)

障害等級そのものの見直しは,障害補償の考え方にも 

関わる問題なので、その必要1性について、今後慎重に検討 

する必要があると考えている(障害認定等級表の見直し 

の必要j生の有無は、横討の対象になり得るとのことの上 

うである)。

② 労働能t釀失度だItTなぐ生醐喪失藤と組み 

台わせる方法をとること。

【固答】(鈴木補償課企画調難長)

労働基準法に基づく障害補償については,業務上の身 

体障害による労働能力の喪失の程度に応じて、補償を行 

うというふうにしているところで、これは労働に 

基づく障害補償と穷合事由を同じくする労災保険法によ 

る障害補償も同様になっている。したがって,御指摘のよ 

うに,生活能力喪失度等と組み合わせて障害を評価する 

ということについては、労災補償制度の趣旨からしても 

困難であると考えている。

③ とりわけ、精神神経茶統の障害や内部m害に関して、 

また、相対的に軽度の障害でも視野障害、耳鳴り、臭覚 

脱失' 味覚障害等にっいて' きわめて低く評価されてい 

る現状を全面的に見直すこと。

【回答】(鈴木補慣課企画調®«)

個々の障害等級の格付けについては、労働^力の喪失 

の程度に応じて行なわれており、御指摘のように、精神神 

経系統の障鶴rこついてとくに低く謀価しているという 

ことはないものと考えている。

④ じん肺に関しては、現行の取り扱いでは,合併症で療 

養を受けたものでなけれ(鑛害補傷給付の対象となり 

得ないが,合併在がなくても,少なくともじん肺有所見 

者(管理E分2以上)で肺機能に障害があるものには、障 

害補a付を支給できるようにすること。

【回答】(川口労災管理課尉m左)

制度の性質(觀_ 回答前半の内容と同じ)からして、 

籠区分4および合併症にかかっていると認められる方 

を対象としている。療養補償給付を必要としない管理区 

分3以下の方々については、障害補償給付の対象とするこ 

とは制度の趣旨になじまないものと考える。 

【I棚

労®_磯77条に障害補償は傷病が「なおったとき」 

に行なうとしていることにし［ずられるからということだ 

ろうが,であれば,この規定自体を改正するべきだと超長。 

管理13のじん肺で合_のない者は、「健康障害がな 

いのか」、「病気ではない」と考えているのかどうか質した 

のに対して、「療養を要するものとは考えていない」,「轄 

補償給付の支給対^とはならない」という回答しかしな 

いため,再三確認したが,結局、「答えようがない」とのこと。 

『じん肺診査^ンドブック』で、％肺活量の場合には、80 
%までは落ちてもF(-)だが、80-60%はF(+)、60%未満 

«F(++)で「肺機能障害がプラス」ということは「ある」と 

いうことではないのか。また、『障鑰定必携』でも、合併症 

が治った場合についてではあっても、じん肺そのものの 

障害の等級を7〜11級に示しているのであるから、「障害 

がある」ということは認めているではないかと追及した 

が、回答はなし。

今回の見直し作業では、「労働_去までさかのぼって 

の法律改正の議論は、この中では考えていない」。

⑤ 労働能力喪失度に関しても、被災者個々人の元職、技 

術等の個別要素を取り入れられるようにすること。

［回答】(鈴木補®企函調®^長)

障害補觀洽付については,障害による労價能力の喪失 

に対する損失填補を目的として、被災労働者の傷病力始っ 

た時に、残存障害する精神的あるいは身体的毀損状態を, 

-IS的、平均的な労働^力喪失の程度に応じて障^ 級 

を決定している。このようになっている理由としては、被 

災労働者ごとにまったく異なる年齢、職業、利き腕、知識, 

経験等の諸条件を,障害の程度を決定する要素として評 

価することが現状ではなかなか困難であるためであるの 

で、理解されたい。

⑥ 年金の対象を拡大するとともに,各障害の補慣額

を引き上げること。

【回答】(川口労災管理課長補佐)

各障害_ ごとの補償額については、年金その他他の 

制度とのバランスその他の事情を踏まえながら定めてい 

るもので、現在のところ、現行の水準が妥当なものではな 

いかと考えている。

とくに今回の検討は、障籍級認定 W の検討でぁっ 

て、認定_の見直しの中でこの補の問題、年金の対 

象の拡大を検討していくという考え方は持っていない。

2.「1999年度労働省重点施策」では、「発がん性の情報 

毓たな医学的雕 Hづく認定基準等©見直しにっ 

いての検討」があげられている。

①上記擬棚象に、リスト(労働基s法施行規iij
安全センター情報1999年4月号17
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別表第1の2)の見直し」も入るのかどうかも含めて、そ 

の具体的内容およびタイムテーブルについて明らかに 

されたい。

【回答】(成毛補償課認定業務第2係長)

これは、国際機関等:^匕学物質の発がん性の評価等を 

行なったものについて、当該物質を国内的にどう取り扱 

うか、そういったことを檢討することを予定している。 

御質問の別表1の2を見直すかという点については、す 

ぐに見直すというものではないが、ただ、行政としては常 

に、職業性疾病に係る情報の収氣把握に努めており、こ 

れは(今回の作業の対象ということではなく)全般的にや 

られるが、その結果必要とあらば,当然、別表1の2の見直 

しが行なわれるものと考えている。

② ゎ媚にぉけるが锁⑶して、

(あるいI獨境要因)がどの程度寄与していると者えて 

いるかお聞かせ願いたい(可能であれば、がんの種類、 

誦の。

【回答】诚毛補償課認定業務第2係長)

御質問についての寶料は持ち合わせてはいない。

③ 上縱と雕した齡の®の労災篇无兄にっぃ 

ての見解をお聞かせ願いたい。

【回答】(成毛補償課認定業務第2係長)

労働基準法施行規則別表第1の2の7号に基づぐがん 

の新規認定状況は、平成9年度阳8件である。

④ とりわけ石綿による肺がんおよび中皮腫の労災補償 

状況は、欧米諸国の鵬推計忧兄と臟してあまりに 

も少ないと考えるが、いかがか。

【回答】(成毛補慣課認定業務第2係長)

わ力福!における石綿による肺がんおよび中皮腫につい 

ては,昭和53年12月23日付けの基発584号「石綿ばく露 

作業従事者に発生した疾病の業務上外の認定について」 

に基づいて、適正に認定しているところ。石綿による肺が 

ん、中皮腫の認定件数は,平成9年度22件である。 

この認鏈^が格段嚴しいかどうかという点について、 

厳しいとは認識していない。

欧米諸国に比べて多いか少ないか、という検討はして 

いない。

⑤ がん発生の職驟因'環境要因の分析'嫡の確立に 

役立てることができるような,全国的ながん登録シス 

テムを創設することを検討されたい。

【回答】诚毛補償課認定業務第2係長)

新年度の重点施Mは、発がん性に関する新たな医学的 

知見を踏まえて認定基準等の見直し等を行なうもので

あって、がん発生の要因の分析等を行なうことは考えて 

いない。

なお、わ力顆のがん韻システムに関しては、一S瞰威 

においてシステムとして確立していると。全国的なもの 

とはなっていない、というようなことが、厚生省の方で 

やっていると聞いている。

3. 「1999年度労働省重点施策Jでは、「精神障害等に関 

する判断基準等の策定に向けた検討Jがあげられてい 

る。その検討状況および見通しについて明らかにされ 

たい。

「機能性讷因性)精神障害」は業務上突病として取り 

扱われ得ない旨の解説は撤廃して,個別事例の具体的 

状況に即して判断するようにされたい。また、「心因性 

精神障害」、「き_な心理的負荷による、または、認定基 

準に掲げた疾病以外の非災害性脳■心等」などに 

係る請求事案については,一Wに労働本省との協議-り 

ん伺を指示しているが、原則として、監督署長の段階 

において判断するようにされたい。

【回答】(生長補償課認定業務第1係長)

現在、法律とか精神医学,心理学の専H家からなる検討 

会の検討で,法御^あるいは医学的等、様々な観点から検 

討を行っているところ。

いつ® が出るかについては、具体的に言えないが、な 

るべく早急に結論を出したいと考えている。

4. 非災害 1生腰痛、頸肩腳章害の労災認定について現場で 

問題となることが多い,とくに、その業(公)務上外認定 

を争った行政訴訟において、原処分庁の業(公)務外決 

定を覆す判例が相次いでいる。

① この状況をどのように認識されているかお聞かせ願 

いたい。

【回答】(成毛補償課認定業務第2係長)

「認定翻こ基づぃて適切に認定業務が行なゎれてぃ 

るものと理解している」との回答ですまそうとしたが、質 

問に即した回答をするよう求め、「くっがえす判例が相次 

いでいるという認識にはない」との回答。

② 噪肩腕症願轉」の各縫別およ的自災害性願®に 

関して、過去5年間の,眺 職馴、都道府県SIJの労災請 

求■補煩状況を明らかにされたい。

【回答】诚毛補償課認定業務第2係長)

上肢障害の認定 Mは、平成5年度182人、平成6年度が 

156A,平成7年度149人、平成8年度286人、平成9年度388 
人。

非災害‘性腰痛は、平成5年度30人、平成6年度が41人、 

平成7年度37人、平成8年度35人、平成9年度44人。
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1腿リ,請求件数についてはとっていない。麵は、おおま 

かな業種なら出る。非災害性^痛で言うと、平成9年度44 
件の内訳として、建設業4件、製 M10件、運輸業16件、そ 

の他9件。

③ rw_i疑辖」おょ災害性腰痛に関して,労災 

補償件数と事業主による労働者死告の屆出件数 

の2つ.の数字の食い違いにっいて、その理由をどのよ 

うに把握されているか明らかにされたい。

【回答】(成毛補償課認定業務第2係長)

これは、觀■期間を年度とするか猶年とするかの違い 

とか、あるいはその集計の趣旨、目的の違いから生じてい 

るものと認識しているところ。

_】

鵬にっいては死傷病報告書の届出｛轍の方が労災認 

定件数を上回っているという点に関しては、半田計画課 

課長補佐は、「現場で体験して理解している食い違いのひ 

とつとしては,材業1週間という見込みで死屬肖報告書を 

すぐに出したが,実際には3日 く らいで治った,職場復帰 

してしまっている。そういう場合には、死傷病報告書を取 

り下げるということはないから、そのあたりが一番大き 

い理由ではないだろうか」と回答(その後のやりとりで, 

「一番大きい」は撤回し、「そういうことはありうる」)。

「--番の関心は労災隠しだとか給付が不適切であると 

かいった問題につながっているのではないかという懸念 

だと思うので、この部分については、A-3でも回答したよ 

うにきちっと支寸応していく。それ以前の話として,そもそ 

も統計の乖離を、何らかの理由があるにしても、きちっと 

科学6勺におさえないでやってるというのはいかがなもの 

かという基本論だと思う」としたうえで、鑛が可能かど 

うか前向きに検討するということになった。

④ _腕g候群」の認定基準が1997年2月に「上肢作 

業に基づく疾病」の認定基準に改正されたが、FW業^ 

りスト」の規定の変更は検討されているのか明らかに 

されたい。

【回答】(成毛補償課認定業務第2係長)

御指摘の認定基準の改正は、労基則別表第1の2の第3 
号の4に示す上肢障害の具体的に認定®^を見直したも 

のである。したがって、別表第1の2を改正する必要まで 

はないものと考えている。

⑤ 「腰痛jの認定基準の改正について検討されているの 

か明らかにされたい。

【回答】(成毛補慣課認定業務第2係長)

現行の認定©Pは専門家の意見を踏まえて出したもの 

で、M する必要があるとする医学的知見が得られてい 

るとは考えておらず、現状のところ改正の予定はない。た 

だ、弓Iき続き医学的知見の 誦にっいては、努めていきた 

いと考えている。

5.労災保険請求時の対応について以下のような改善を 

離されたぃ。

①労災保_廬のことを知ら(知らされ)なかったこと 

などにより、!^機関に健康保険等で受診し、*手当 

金の5^を受いた被災労働者が労災諝求萌^を行 

う場合に,健康保険等から支払われた医療費や傷病手 

当金をi题してからでないと労災保険のを認めな 

いとする使周者や労働趣S監歸署の対応が一にみら 

れる,

労働者に多大な経済的ft担を負わせるかりでなぐ 

労災保険請求を行っても不支給となれば無補!實！赖gに 

陥らせる危険もあり、現実に労働者の請求権を不当に 

抑制することになっている。そのような対応がないよ 

うにされたい。

昭招30年6月9日付け基発第359号「業務上外の認 

定に関する邀洛調整について」一労働基準局長と厚生 

省保険局長の連名通達では、労災保険と社会保険のい 

ずれの保聯合付も受けられず被災者に多大の不安と困 

惑を与えることがないよぅに第一において適洛 

調整することを指示しているが、上記の問題に関して 

別途指示した文書があれば明らかにされたい。 

【回答】(丸山補慣課業務係長)

健康保険については、業務外の事由による蘭R等につ 

いて適用されており' —方、労災保険については、業務上 

の事由によるまたによる傷病に対して必要な保険 

給付を行なっている。

はじめに讎保険を使用した後に,新たに同一事案に 

っいて,労災保険の請求を行なうような場合、例えば、治療 

費である療善について号用紙働合付たる療 

養の費用請求をしていただくわけだ:^、この時に、Mして 

いただく適一建康保険でがかった費用を証明できるよ 

うな資料を添付していただくようにお願いしている。 

ただ,請求され!^上と認められるにあたって,実際支 

給するという段階の時に、まだ健康保険の方の給付を返 

していただいていないというようなかたちになると,両 

保険からいわゆる二重填補というかたちになってしまう 

ため、返納していただいて支給するというようなお願い 

をしている。

ただ、中には経済的な負担があるというようなケース 

もあるわけで、そのような多大的経済的負担が生ずる等 

の場合については、健康保険に 籤匱付する前であって 

も、労災保険給付をするというようなことで運用してい 

る。
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この取り扱いについては、従前よりこのような取り扱 

いをしろということで指示をしているとごろである。 

網?からの指示どおりにやっていないところがあれば, 

適切(こ指導していきたい。

【綱】

指示文書を示されたいという要望に対して、「かなり昔 

からこれでやってきているので、最近とくに出した指示 

はない」とのことであったが,逆に古い指示で、解釈例規 

にも載っていないため、現場で混乱が起きていることを 

指摘し,検討することになった。

②颟^における労災閑!鐶求雜において(鈕胸？ 

在する場合)、初回の労災保険請求報において職楚等 

が確認されてL奶ば、2回目以降の手続においては載I 
主EI明を求めなくとも請求を _するようにされたい。 

【同答】(川口労災管理課長補佐)

っい先ごろ、本年1月11日付けで告示&IEを行なって 

おり,これによって,第2回目以降の請衆が離職後である 

場合(こは、基本的に事業主証明はいらないというふうに 

改正をしたところである。

具体的には,告示様式第6号、第7号、第8号にっいて、告 

示の改正を行なっている(この要望事項提出は昨年11月 
である)。

6.じん肺に関しても、制度.翻の両面から検討が必要 

な事項が多い。

① じん鵬經/ウドブック、標隼エックス線写真フィル 

ム、合賄gWの取り扱いの見直しに関して、専門家によ 

る各小委員会の動向を含めて、作業の進行状況および 

タイムスケジュールについて明らかにされたい。 

【回答］(立原労働衛生課業務第3係長)

医学的見地の専門家からはもちろんのこと、じん肺ハ 

ンドブックと標準X線写真フイルムだが一標隼を変える 

ということになると,いままで管理区分をもらっていた 

者が管哩区分が変わってしまうとか,このへんの整合性 

は非常に慎重にやらざるを得ないということがあり、夕 

イミングを図っているところではあるが、最近やるやる 

と言われていた国際標準であるILOの標準フイルムの改 

正というものが行なわれれば、そこで合わせてやるとい 

うのが一番いいわけだが,それが遅れているということ 

もあって、決して手をこまねいているわけではないが、や 

はりこれは非常に難かしいという問題で、いまのところ 

前回(回答)と同じような状況にある。

合僻gについては、これに係る蹴を平成5年と比較的 

近い段階でやっていて、この時点で,いまのところ追加す 

るべきほどのものはないという結果を得ているので、今 

の段階では具体的な話は考えていない。もちろん、非常に 

因果撰係力襁くて蓋然性が証明されるような合織があ 

れば、検討の対象となることは当然である。

② じん肺台による療養慎給付の請求に当 

たって、労働基準監督署において受理するところと(じ 

ん月fl?营S区分決定が21^±であることが確^でぎるに 

もかかわらず)あらためてじん肺管理区分申請の手続 

を求めるところとがある。このような実態をどのよう 

(Cffi し.どのような対処をされているか明らかにさ 

れたぃ。

［回答】(成毛補償課業務第2係長)

じん肺管理区分が2以上であるという決定が®^局長 

からすでになされている場合に,重ねてじん肺管理区分 

の申請を求めるということは,指示していない。

③ じん肺魏区分が'以前Id綻された魏E分ょりも 

低ぐ夬定される、いわゆるry位変更」の実態について、 

どのように把握し、どのような対処をされているか明 

らかにされたい。

【回答】(立原労働衛生課類係長)

まず把握を行なっているかとのことだが.本省の方で 

の一括した把握というのは行なっていない。 

ただし、不服審査で労働省の方に毎年4、50以上あがって 

おり、そういう中にこのようなケースがあるということ 

は十分承知している。

これへの対応としては、輕(こあたって、過去のじん肺 

管埋区分の履を当然十分踏まえていただくとともに、 

購であるじん肺ハンドブックなり難纖フイルムを 

もとに適正に審査を行なうように,通達、事® 絡等で指 

導しているとともに,地方じん肺診査医の研修によって 

»の全国整合性と技術の向上を図っているということ 

である。

④ じ/uWra区佩じ言糜 

内容づく管理区分よりも低く決定される,すなわ 

ち(ほとんどの場合)主i台医の判定とじん肺診査医の判 

定が異なるケースが生じている実態について、どのよ 

うに概！し、どのような対処をされているか明らかに 

されたぃ。

【回答】(立原労働衛生課鼸第3係長)

主治医の意見が聞かれてないのではないかという話だ 

が、これも統計的に把握しているということはない。ただ 

やはり、不服@の事例の中にはそのようなものが多く. 

そういうものが多いということは十分承知している。 

これについても,じん肺の經のMIE性,斉一性が大前 

提となるわけだが.これに尉する対策は前問のとおりで 

ある。また® にあたって、主治医が出してくるじん肺健 
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康診断の証明書なり医師の意見欄は、当然のごとく重要 

な参考事項とさせていただいているところである。それ 

でも差がでるということは,われわれとしては、十分に参 

考にさせていただいたけれども、学識を有するじん肺診 

査医力5まって厳正に « した結果として出たとい 

うことであると考えている。

⑤ じん肺診査Aンドブックにしたがって、肺_^-次検 

査の結果、「著しい肺機能障害あり_iと判断された場合 

に、理由なく二次検査の追加をJ篩•命令しないように 

されたい。

【回答】(立原労働衛生課業齡韵係長)

これは形式的に指示、命令を出すなという話のようだ 

が、これについても当然のごとぐ本省の方で、こういう 

場合には再追加しろということは一切言っていない。御 

存知のとおり、じん肺法第13条3項に基づき診査医が厳 

正な審査が必要だという判断で、再追加命令を出してい 

るというふうに考えている。

⑥ .被災者が超音波ネブライザーを購入して自宅て使用 

する場合についても、労災保付の対象とされたい。

【回答】(吉谷補償課医事係長)

労災保険の療養補擲台付は、原則として健康保険に準 

拠している。超音波ネブライザーの購入については、健康 

保険に認められていないことから、健康保険に準拠して 

いる労災保険においても、給付対象とはしていないとこ 

ろである。

在宅のじん肺患者の方から超音波ネブライザーの治療 

をいつでも必要なときに手軽に受けたいと、そのために 

自宅に置いておきたいという声があるということは十分 

承知しているし、そういうところもあるだろうと考えて 

いる。しかし,考えなければいけないのは、治療は当然、安 

全で必要なものでなければいけない。ネブライザーの治 

療は、入院中の方には当然病院で、在宅の方は病院や診療 

所へ行っていただいて受けることができる。それは、医師 

の管理,のもとで受けるのが妥当であるということ 

で、安全性,適正性が確保されるということで、健康保険 

でも認めているし、労災保険も準拠して認めている。 

【綱】

この説明に対して、例えば東京の実態で言えば,呼吸器 

の身体障害者手帳の3級を持っていれば福祉(措®制度 

で日常生活用具として支給されている。被災原因が企:業 

の責任にあるのに、身障で東^5から出してもらっ 

ているという実態に問題がある。医師の管理下でなけれ 

ばできないというが、しょっちゅう痰が出てどうしよう 

もないという方も多ぐ実際に自宅で使用されている実 

態がある。その費用を誰が負担するのか。責任逃れしてい 

るだけではないかと追及。

これに対して、「じん肺患者でもネブライザーが常時必 

要な方とそうでない方がおられると思う。どういう方に 

支給するかという問題もあるし,安全,衛虫面も含めた管 

理等どういうふうに指導していくかとか、慎重な検討が 

必要であると考える」、「姿勢としては、原則健保に職&,別 

立てで認めるかどうかについては、いま言ったような問 

題があることから、慎重な検討を要する」との回答。

碰(末尾)の車いすの問題も合わせて、結局福祉に押し 

つけられている実態を踏まえて、この回答について、検討 

する気もないのに、一般論を言ってその場逃れをしよう 

としているのか、具体的に検討する気があって回答して 

いるの力萌三追及,最終的には「慎重な検討をしていきた 

い」との回答。

井上議長からは、健保準拠ということ自体にも問題が 

ある。他にも、付き添いを雇った場合にも、実際に支払っ 

た額の一部しか支給されていないのが実態だが、労災保 

険の趣旨からそのようなことが許されるのか。現行の労 

災保険法第13条の括弧書きに「政府が必要と認めるもの 

に限る」とあることを繡に麵の繼を主張されるが、 

勝手にできるというものではない。そうだったら権の 

舌Lfflだ。もともと労災保険が出発したときには、すべて慣 

行料金で払うということだった。戦前の健康保険は実際 

の医療費の3分の1だった。これでは労働者の負担がたま 

らないから、新しくできた労災保険はすべて慣行料金で 

払う、健保とは違うということだった。基本的な立場が被 

災労働者の立場に立っていないのでt妨:いかとの驟が 

ぁった。

⑦ じん肺管理区分が1の者に配布しはじめたrwじん作 

難事者の灘姜の健康管理について」に,管理1でも 

エックス線写真所見で0/1程度のじん肺がある場合が 

あることを明記する.石綿関連矣患(肺がんや中皮腫) 

の場台は管理1であっても労災申請できる旨を明記す 

ること。

【回答】(立原労働衛生課業務第31MS)
前段のガイドブックは、正確には「顧訟するじん肺有所 

見者のためのガイドブック」というものだが、これは前彎 

きのところにも書いてあるが、目的はじん肺有所見者一 

管理2および管理3の方を対象に、その方たちが離職する 

際に、離職後の健康管理.を自分なりにしていただくとい 

うことを目的にしている。M2の者にも配布することを 

禁止するものではないが、現段階では御要望のような必 

要はないのではないかと考えている。

後段の方は、検討していきたいと考えている。

7.慢注疾患(「一»1^跡不安定な特定の疾病J)の
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特乐/全国安全センターの労働省交渉

「症状固定」認定にあたっては、「一定の __期間を 

設けるようにしている」と前回お答えいただいたが、そ 

の具体的な運用状況を明らかにされたい(どのような 

痴茜で、症状固定認定者のうちのどれくらいの割合に 

ついて実施されているか、本人I纖過観察期間である 

ことを知らされているか等)。

長期療養を要した慢姓疾患の「症状固定」認定にあ 

たっては、原則として,一定の経過観察期間を設け、治 

療を中止しても悪化しないことを確認してから判断す 

るように徹底されたい。

【回答】(丸山補償課

前回、一般的に、症状が不安定な特定の疾病について、— 

定の経過^^間を設けるようにしていると説明したわ 

けだが、ちょっと言葉足らずで、恐縮だが、その時の説明 

の趣旨としては、症状固定を判断するには,主治医の方で 

必要と認めた期間,経過観察をするのは当然のことで、そ 

れを踏まえた中で,主治医の意見を尊重し、治ゆ、症状固 

定を確認しているというような説明を説明をさせていた 

だいたつもりだったけ)。

症状0®、治ゆの考え方については、日頃から地方にも 

周知しているところでもあり,主治医等とのやりとりの 

中でも十分認識いただくよう努力しているところで、今 

後とも適正な運用に努めていきたいと考えている。

8.労災保険帝腰について。以下のような改善を実施され 

たい。

① 任意翻事業を早急に廃止されたい。 

【回答】(川口労災管理課M佐)

任意適用事業については長い歴史的経過の中で.徐々 

に縮小してきているところで、現状では、常時5人未満の 

労働者を使用する農林水産業の中の一部というところま 

できている。御指摘のとおり,任意適用轉t越本的には 

なくしていくべきものだが、現在の労働の状況というも 

のを考えてみると、こういう小規模の農林水産業のとこ 

ろでは、まだまだ労働者性その他の点で明確でない実態 

があるということで、現段階では,任意醐事業を廃止す 

るということは考えていない。

② 労働福祉事業の制限(法第23条1谢号)を廃止され 

たい。

【回答】(川ロ労災管理課麵左)

第23条1項4号の中にはいくつかの事業があるわけだ 

が、主なものは未払い賃金の立樹^い事業だと思うが、賃 

金の立替払い事業に関しては、賃金不払いというものは 

もっぱら使用者の責任(こよりMされるべきものと考え 

ている。したがって、事業主の責任、負担において運営さ 

れている労災保険制度の中で賃金不払いの問題を処理す

るというのが妥当かと考えて、23条1項4号の中で雜を 

実施しており、これを廃止することは適当でないと考え 

ている。

【吾4論】

賃金不払いは•使用者の責任だから労災保険から支払う 

などという理屈通らない。労働災害の被災者に支払う 

もの以外に、賃金Wいの立替や勤労都才麵成制鱒 々 

に使うのなら、これはもう税金、目的税ではないか。そう 

であれば、憲法の租税法定主義の原則から,保険料率は国 

会で決めなければならない。そういう基本的な問題があ 

るので、このような要望をしたと指摘。

③ 通福祉籍の各支給金にっいて保嶋寸と同一の 

取り扱いは辯税,差し押さえ禁止,不服審査等)をする 

ようにされたい。

【回答】(川口労災管理課長補佐)

労働福祉韓は,その眺上、鵬台付を補って被災労 

働者あるいはその遺族に対して、きめ細かで手厚い援護 

を行なっていぐそのことにより労働者の福祉の増進を 

図っていくということを、その目的、趣旨としているわけ 

で、保蠟台付のように、橱唰を持たせると！/ゝうものでは 

ないのだろうと考えている。

ただ、善_の問題については、現&国税庁の判断とし 

て、特別支給金についてはき識税扱いとなっていること 

を申し添える。

【言備】

欄麵が〇辦の課長文書にょる取り扱ぃにすぎ 

ないこと、地方公務員災害補償法には支払うものすべて 

についての特例の明文上の規定があること、労災保険法 

の場合はTO台付についてのみとなっていることを踏ま 

えた要望であり、そのことは前年度要望でも指摘してい 

る(C-1③)。まったく勉強していない不醸な回答である 

と追及した(⑥の官民格差も参照)。

④ 保険給付の支払i誕対策を強化されたい(仮払い、延 

滞利掬。

【回答】(川□労災管理課M抜)

たしかに规«の問題は,法の趣旨からして、最大限 

鵬(こ行なっていくべきものであると考えている。ただ 

現実には,なかなか複雑圈雄な轄もあって,時間を要し 

ているものがある。それらのものに対して、支払遅延剖策 

という話だが、労災保険法の原則というところにひるが 

えって考えてみると、業務上の事由または通勤により労 

働者が負傷したということが明らかになった場合におい 

て,必要な保«付を行なっていくということなので,仮 

払い、遅延利子といったような、金銭面で规過延対^を 

行なっていくということは、ちょっとなじまないのでは
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ないかと思っている。

われわれとしては,原則に立ち返って、なお一層,迅速, 

適正の給付に努力していくべきものと思っているし,現 

実に努力をしているところである。

【言檷】

労働者への仮払い要求の根拠として,労災保険指定医 

療機関の場合には、測')労災保険情報センターを通じて、 

請求後直ちに無利子で仮払いし、その後(正式決定後)清 

算している実態があることを指摘。業務上外認定等に数 

年も待たされる場合があるというのに、被災労働者はそ 

の間、どのように生活していけばよいのかと追及した。

⑤ 償の默(重度障害者MW) 
【回答】(川口労災管理課長補佐)

厚生年金の支充台要件等と合わせたものとしているとこ 

ろで、現状で十分な補償となっているのではないかと考 

える®望内容を誤解しており、遺族補償給付の_台対象 

者の要件としての障害の程度について回答したもの)。

⑥ 官民縫の解消鵬令、飜も含む) 

【回答】(川口労災管理課長補佐)

国家鑛M災害補償制度ぁるぃt媒拡顧災害補償 

制度は労災補償とその内容を基本的に同一にしている。 

したがって、そもそも官民格差というものが、そもそもわ 

れわれの認識としてはないものと考えている。

ひとつ、もしあるとすれば、国家公務員災害補償あるい 

は地方公務員災鞠償におぃて、翻援護金とぃぅ制度 

があるが、これは民間企業のいわゆる労災上積み補償に 

相当するものである。

【言揃】

官民格差が特金だけしかないと回答したことに 

関して,例えば,深夜業に入る場合、労災保険の場合は通 

勤災戴が、公務員の齡は業務災害(行

金の»資格で該当者が障害者である場合、労災保険で 

だが、公務員の齢は7級以上(齢)等々、法律 

も命令も行政解釈いずれについてもたくさんある。前年

度の要望書(C-1)で、具体的に11項目もあげていること 

を指摘。再確認•回答することになった。

9.職場■社会復帰にあたっての労働基鑑督WIこ対する 

相談、各種ネ醐等、現行の规曠の利用獅こっい 

て資料を提供されたい。

耳^■社会復帰に関する法令による対応を検討された 

い。

［回答】(五阿彌慎課福祉騙

全国に社会麵推賴ぉ上者社会復帰 

推進員等を配置して、社会復帰を希望する被災労働者に 

対する相談に応じているところである。

(制度ごとの利用状況にっいて樹E®しておらず,>把 

握しているのは、職場社会復帰者ということで、平成9年 

度に全国で約160人いたということ。

* 一昨(平成9)年3月31日付け補慣課長事務邀&第9号 

「労働福祉籍実施要綱の一吾KfclEに伴う運用上の留 

意事項」が出され入院中の傷病(補償)年金受給者にっ 

いては,労働福祉事業の車いす、電動車いすはしないと 

いうことになった„しかし,それ以前は支給されていた。 

労働署の担当者の説明では、これまで范含していたこ 

とが間違いだったということだが、全国のせき損者が 

困っている。せき損の場合、合併症で入院することが多 

いが、入院したからといってせき損による両下肢麻痺 

という障害はなくならない。病院の車いすを使えばよ 

いと言うが,実態を無視したものだ。事務載§を撤回さ 

れたいと要請。

担当者は出席していないとのことだったが、労働省の 

説明は、「以前の取り扱いが間違っていたということには 

異議がある。過去に担当者のミスで支給した事例がある 

と聞いているJ。「入院中においては、病院fこ備え付けられ 

た車いすを使用していただき、自宅から通院等する人に 

とっては不自由であろうということで苗合するという条 

件になっていると理解している」。 mi
この点にっいては再確認. _

パリ□ン醐激仆

［定価］1,500円 A5版130W 
［著者］酒井一博

(財)労働科学研究所副所長 

［漫画］さとうしんまる

［発行］全国安全センター
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トキュメント：アスへスト禁止をめ$る世界の動き

ドキュメン麗 〇^

アスベスト禁Itをめぐる»

世界の動き B
イギリスの新しいアスベスト規則は2月施行

Mick Holder, London Hazards Centre, U.K., 1999.1〜2.

イギリスの1987年アスベスト作業管理規則 

(CAW)および1983年アスベスト(認可)規則 

(ASLIC)の改正規則は,1999年2月1日から施行 

される(この内容については,1998年5月号24-2$ 

頁の囲み記事6月号9-12頁の囲み記事参照).

ASLICは、新たにアスベスト断熱板にも適用 

されるが、これは1999年8月まで効力をもたな 

い。すでに使用されているアスベストを管理/ 

調査する義務は課せられていないが,HSE (安全 

衛生庁)によると、その件について協議すべきか 

どうかを問うと誰もそうすべきだと言うので. 

今年これから協議を行なう予定である(おそら 

く下記の行事の前(こ)という。

イギリス労働衛生協会(BOHS: British 

Occupational Hygiene Society)は、今■年5 月か 

ら6月にかけて5つの巡回企画を行なう予定で、 

労働組合の活動家もゲスト•スピーカーとして 

招かれる。

X X X
新しいアスベスト規則をみてひとつ驚いたの 

は、アスベスト被覆材(アルテックスなど｝が認 

可が必要な適用対象となっていないことであ 

る。多数の建設業の親方たちが意見を提出して、 

反対したためではないかと考えている。被覆材 

の除去作業は法律の弱点になっており,労働安 

全衛生法によって規制するべきだというわれわ 

れの要求に関心を払うべきであるD

クリソタイルの労働曝露基準を0.5繊維/mlか 

ら0.3繊維/mlへとわずかに減らしたが、われわ 

れはすべてをゼロにしろと要求している(日本 

は2繊維/mlであるが、日本産業衛生学会の許容 

濃度等に関する委員会では、現在、アスベスト粉 

じんの許容基準を検討中である)。

XXX

HSE(労働安全衛生庁)とBOHS (イギリス労 

働衛生協会)では、改正されたアスベスト規則に 

閧する,イギリス全国での一連の巡回説明会を 

計画中である。_

スピーカーは、Julian Peto教授ととともに、 

労働組合、除去業者、無アスベスト製品製造業者• 

業界の代表が予定ざれている。

5月13日 ロンドン

5月27日ニューキャッスル

6月10日バーミンガム

6月24日 チェスター、ウェールズの grg

クリソタイル(白)アスベストの代替品 
HSE: Health and Safety Executive, U.K.,1998.12.15

•あなたはこのガイダンスを読む必要がある

か？

もしあなたが、

•クリソタイル(白)アスベスト製品(新品か中 

古品かにかかわらず)を、輸入、供給、製造、購 

入あるいは設置しているか、

•クリソタイル■•アスベストを含有する構造物 

や建築物を指定あるいは設計していれば、 

イエスである。

このガイダンスは、あなたが法律を守るのを 

助ける基本的な情報を提供する。 

•なぜこのガイダンスが作成されたのか？ 

このガイダンスは、次の2つの目的をもってい 

る。

•雇用主あるいは自営業者としてあなたには、 

クリソタイルをより有害性の少ない物質に代 

替することを検討すべき義務があることを知 

らせること。

•以下のことを示して、あなたがこの義務を守 

るのを助けること。

一代替を検討する際に考慮すべき必要事項 

一入手可能な代替物質の範囲 

一代替品に関する情報源

©クリソタイルはどう有害か？

クリソタイルは、ヨーロッパではカテゴリー 

1の発がん物質(最も厳しい分類)に分類されて 

いる。それは、中皮腫(肺の膜のがん)、石綿肺を 

引き起こし、肺がんと関連している。これらの疾 

病による死亡者は、他のいかなる単一の労働関 

連疾患よりも多い。

©現在使用は禁止されているのか？

クロシドライト(青)、アモサイト(茶)およびい 

くつかの用途へのクリソタイル(白)アスベスト 

の使用は、イギリスでは1992年アスベスト(禁 

止)規則によってすでに禁止されている。

鬱代替品は何で、それらは安全か？

繊維技術に頼らない、長年の使用で確立され 

た多くの代替品が存在する。例えば、波形ポリ塩 

化ビニル(PVC)や鋼板は、アスベスト■セメント 

板の代わりに使用することができる。

いくつかのタイプのノン-アスベスト繊維も 

また、アスベストに代替することができ、すでに 

広範囲の製品用に開発されている。現在使用さ 

れている主なノン-アスベスト繊維は、ポリビニ 

ルアルコール(PVA)、アラミッド、セルロースで 

ある。これらの安全性について検討した科学的 

レビューが、最近羊lj用できるようになった。1998 

年7月、イギリス保健省の発がん性に関する委員 

会(CoC)は、これら3つの物質(PVA、アラミッ 

ド,セルロース)はクリソタイルよりも安全であ 

るとの結論を下した(1998年9月号22-29頁の 

囲み参照)。この見解は、1998年9月の欧州委員 

会の毒性、環境毒性および環境に関する科学専 

門委員会の見解によって裏づけられた¢1998年 

12月号38頁参照)。

©代替化を検討すべき法的義務はあるのか？ 

イエス。安全衛生法は、リスクを避けるか最小 

化することを要求している。とりわけ、

1987年アスベスト作業管理規則(CAWR) 8 

(1)は、次のように定めている。

8.(1)すべての雇用主は、

(a) その従業員のアスベストへの曝露を防止し 

なければならず、

(b) そのような曝露を防止することが合理的に 

実行可能でない場合には、呼吸用保護具の使 

用以外の方法によって、その従業員のアスベ 

ストへの曝露を合理的に実行可能なレベルに 

まで減少させなければならない。

注：CAWR 3(1)条は、これらの条文による義 

務は、自営業者が雇用主に対して行なう場合
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にも適用されると定めている。

これは、アスベストに遭遇する可能性のある 

場合にはどこでも、曝露を防止するために、すべ 

ての合理的に実行可能な措置がとられなければ 

ならないことを意味している。

また、CAWR8(1A)は、次のように定めている。 

(1A)(1)項の規定を侵害することなしに、何ら 

かの製造または設置の過程において従業員が 

アスベストに曝露する可能性がある場合で、 

実行可能な場合には、それを使用する状況の 

もとでその従業員の健康へのリスクを生じさ 

せない、または、アスベストよりもリスクの少 

ない代替物質によリアスベストを代替化する 

ことによって、そのようなアスベストへの曝 

露の防止を達成しなければならない。

これは、クリソタイルを新たに使用すること 

が考えられる場合には、実行可能で、かつ、代替 

物質が弓Iき起こすリスクの方が少ないと思われ 

る場合には、代替物質によって代替しなければ 

ならないという意味である。

設計に関しては、1994年建設(設計•管理)規則 

(CDM) 13(2) (a)⑴は、次のように定めている。 

13.(2)すべての設計者は、

(a)その用意するすべての設計、および、建設作 

業用に用いられると考えられる設計考慮事項 

を、以下の必要性に関して適切であることを 

確保しなければならない。

(i)いかなる時でも構造物の中または上におい 

て建設作業または清掃作業を実施するすべて 

の人々、あるいは、職場でそのような人々の作 

業によって影響を受けるおそれのあるすべて 

の人々の、予測可能な安全衛生リスクを避け 

る必要性

これは、設計者は、クリソタイルの代わりによ 

り有害でない代替物質を指定することによっ 

て、安全衛生リスクを避ける措置をとらなけれ 

ばならないという意味である。

•新たにあるいは交換用にクリソタイルの使用が 

考えられる場台にどうしなければならないか？ 

新たにまたは交換用にクリソタイルの使用が 

考えられる場合にはいっでも、代替化および以

下の措置が検討されなければならない。 

■クリソタイル含有製品を使用する対象を確認 

すること。

•入手可能なノン-アスベスト代替品または他 

の手段とクリソタイルを使用した場合のリス 

クを比較すること。比較にあたっては,以下の 

ことを考慮する必要がある。

ークリソタイル曝露とノン-アスベスト代替 

品の人間の健康への直接的な影響 

ーリスクのバランス。例えば、代替品の技術的 

性能がクリソタイルよりも劣るとすれば、事 

故や人間の健康、安全、環境に対する危険に 

つながる、部品故障を生ずるかもしれない、 

といったこと。

メリットに関する各々のケースを考慮する必 

要があり,また、決定を正当化できなければなら 

ない。しかしながら、より安全なアスベスト代替 

品の有効性を考えれば、ほとんどの場合,代替化 

は実行可能であり、そうしなければならない。代 

替化が実行可能でないという例外的な状況にお 

いても,入手可能になる代替製品の適切性をた 

えず見直す必要がある。

また、1994年健康危険物質管理規則(COSH 

HX1999年健康危険物質管理規則によって19 

99年2月に置き換えられる)に基づいて、代替品 

としてノン-アスベスト物質を使用することによ 

るリスクのアセスメントを実施する必要がある。 

•クリソタイルがすでに使用されていて、その 

状態が悪い場合にはどうすべきか？

クリソタイルがすでに、建築物の構造の一部 

または既存の装置の部品に使用されている場 

合.それが安全でよい状態にある限りは、代替化 

する必要はない。しかし、HSEや他の入手可能な 

ガイダンスにしたがって、建築物の中の既存の 

アスベストを管理することが求められている。 

これは、損傷したアスベストを修理または除去 

する際のアドバイスを提供している。 

©残っているクリソタイルの用途は何か？ 

4つの残っている一般的な用途がある。 

■アスベスト■セメント

その補強性のよさから、クリソタイルは、アス 
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ベスト•セメントに使用されている。製品は主に 

プロファイルされたシートまたはスレートのか 

たちである。

•摩擦材(フリクション)

その耐久性および熱や油への耐性から,クリ 

ソタイルは、摩擦翁に使用されてきた。現在では、 

車両のブレーキ•ライニングの交換用だけに、5 

トン以上が使用されている。しかレ、1999年10 

月1日に施行される欧州指令98/12/ECは、道 

路用車両のブレーキ摩擦材へのアスベストの使 

用を禁止している。これは、すべての新しい車両 

およびいくつかの最も古い車両(ノン-アスベス 

卜物質が装備され、試験されたことのない)を除 

くすべての車両用の交換用ブレーキ摩擦剤への 

アスベストの使用を禁止している(1998年11月 

号20頁囲み参照)。指令98/12/ECは、イギリス 

では、環境•運輸■地方省によって施行される別 

の規則によって履行される。

•シー■ルおよびガスケット

この主な用途は、以下のパッキングおよび 

シールである。

ーブレードまたはラミネートされたパッキン 

グ、防水加工された布またはテープ、モールド 

されたグランド•パッキング；ガスケット7

一圧縮されたアスベスト繊維(天然または合成 

ゴム混合物中のアスベスト)

主なクリソタイル紡織製品は、紡織テープ,布、 

糸である。これらは、現在ではイギリス国内では 

製造されていないが、まだ輸入されている。混合 

物は、一般にアスベスト繊維または樹脂浸漬布 

であり、シート、チューブ、ロッド、成形モール 

ディングに成形される。

®入手可能な代替品は？

多数の物質をクリソタイルの代替品として使 

用することができる。それらは、多くのアスベス 

卜製造業者または供給者によって提供されてお 

り、それゆえ彼らは、特別な用途向けの適切な信 

頼できるノン-アスベストを含め、代替化の技術 

的側面についてアドバイスすることができる。 

その仕様が多様であるために、このガイダンス 

では、すべての入手可能な代替品の完全な詳細 

は与えていない。

しかしながら、クリソタイルの主要な用途区 

分ごとに、以下の表で代替品のいくつかの例を 

掲げてある。

個々の製品や適切な用途についてのこれ以上 

の情報は供給者に問い合わせること。 •/

用途 代替繊維

アスベスト•セメント

ープロファイルされたシート
—スレート

PVA、セルロース

摩擦材 アラミッド,グラスフアイバー

ガスケット、シール

ーガスケット

—パッキング

_ブレード•パッキング

——ノレフ•スチーム•シール

アラミッド繊維、膨張黒鉛

アラミッド、アクリル繊維、黒鉛、ポリテトラフルオロエチレ

ン(PTFE)
カーボン繊維、PTFE
アラミッド繊維、黒鉛

混合物 アラミッド、グラス、合成、カーボン繊維

紡織品 アラミッド、合成繊維

S今後他の代替品が入手可能になるか？

他に代替品も開発されつつあり、今後数年間 

のうちには、クリソタイルは、事実上その現在の

すべての用途についてとって代わられることに

なるだろう。かりにあなたの特別の用途に、現在

適当な代替物質が入手できなかったとしても、
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r静かな時醐弹」
アスベストで起含る病気 

健康診断は
正しく受けていますか？

造船の町からの警鐘

対策は徹底的に/ 7.提言

名取雄司著
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T230横浜市鶴見区豊岡町20-9 

サンコーポ豊岡505 
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(社)神奈川労災職業病センター

定期的に新たな物質をレピューし、代替可能な 

ものが入手可能(こなったらすぐに検討すべきで 

ある。

穆代替品の評価をする際に考慮すべきことは？ 

主要な特性は、持続注、耐熱性、強度、可撓性、他 

の混合物との融和性などである。代替品がクリ 

ソタイルと同等の性能をもたない場合があるか 

もしれないが,以下のことを考慮すべきである。 

•わずかの性能の差は問題にならないこと。例 

えば.non-safety- criticalな用途、

•代替品の特性が全体として健康へのリスクの 

減少を確保すること。および、

-代替品に合わせて手順や使用を変更すること 

が可能であること。例えば、工程温度を下げる 

ことによって,より有害性の少ない代替品を 

使用することができるなどa

罄安全代表との協議

雇用者によって労働組合が承認されている場 

合には、あらゆる重要な安全衛生基準の変更に 

関して、安全代表と適切な時期に協議しなけれ 

ばならない。これには、関連するアスベスト製品 

代替化の計画も含まれる。雇用者によって労働 

組合が承認されていない場合ヒは、従業員また 

は従業員の代表と直接協議しなければならな 

い。

®参考文献

1,食品、消費者製品および環境中の化学物質 

の発がん性に関する委員会(CoC), 3つのク

リソタイル代替物質の発がんリスクに関する 

HSE(安全衛生庁)への報告,1998.7.17(1998 

年9月号22-29頁囲み参照)

2. 欧州委員会毒性、環境毒性および環境に関 

す名科学専巧委員会(CSTEE): CSTEE第5 

回全体会議のクリソタイル‘アスベストおよ 

び代替候補物質に関する見解,ブリュッセル 

1998.9.15(1998 年12 月号 38-40 頁参照)

3. 建設業における安全衛生管理;1994年建設 

(設計•管理)規則実践コード(ApprovedCode 

of Practice) L54, HSE Books 1995 ISBN 〇 

7176 0792 5

4. 建設作業現場におけるアスベスト管理, 

INDG223 HSE free leaflet

5. 建築物におけるアスベスト,第3版,環境 

省,HMSO ISBN 〇 11 7523 70 4
このリストの将来における入手可能性および 

正確さは保証のかぎりではない。

•追加情報の入手先は？

アスベスト規則、アスベストに関するガイダ 

ンスについての更なる情報は、HSE Bookasへ 

のメ ール■才'-ダーで入手可能である。

アスベスト代替品に関するさらなる情報は供 

給者から入手されたい。

*このガイダンスの原文は、http://ww.open.go

v.uk/hse/pubns/miscl55.htm で入手するこ 

とができる。
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ヨーロッパはアスベスト関連がんの流行に直面 
Rory O'Neil, WHIN/Hazards, U.K.,1999.1.18

以下の文章は,イギリスのがん研究キャン 

ペーン(Cancer Research Campaign)のアスベ 

ストに関するプレス•リリ～スである。

これは、Julian Peto教授の論文に基づいたも 

の。Petoはいつもアスベストのリスクについて 

警告するが、たいてい労働組合運動が同様の主 

張を行ってから5-10年たってからで.当初は 

Petoはその主張をけなしてきた。それゆえ、:Peto 
のショッキングなアスベストによる死亡件数も 

控えめなものとみなさなければならない。

実際の合計件数がPetoの推計値よりも大き 

いと考えられるもうひとつの理由もある。西ヨー 

ロッパにおける今後35年間のアスベストに関連 

した肺がんおよび中皮腫が50万件という数字を 

導き出すにあたって、Petoは、アスベスト関連の 

中皮腫による祀亡1件につき、アスベスト関連肺 

がんが1件あると考えられているとしている。 

通常は1:2という比率が用いられてお〇、そう 

すると予想される合計はさらに50%増加するこ 

とになる。

たとえアスベストの完全禁止を実現したとし 

ても、西ヨーロッパはなおアスベストによる死 

亡にさらされる時代に直面することになる。

アスベスト産業の地球的市場一とりわけ開発 

途上国一のために、さらに100年間もの間、何百 

万件もの避けることのできた死亡を見続けるこ 

とになるかもしれない。

このメッセージをできるだけ多くの労働運動 

関係者に伝えていただきたい。

X X X
がん研究キャンペーンの基金による研究によ 

れば、西ヨーロッパにおいて今後35年間に50万 

人がアスベスト関連がんによって死亡するだろ 

う。サリーのがん研究所およびロンドン衛生■熱 

帯医学校のJulian Peto教授は、アスベストに

よって弓(き起こされる、主に肺の膜を襲うがん 

の一種である中皮腫のヨーロッパにおける傾向 

を分析した。

今週の British Journal of Cancer (Vol.79(3/ 

4))に掲載される論文で、彼は、西ヨーロッパに 

おける人々のこの疾病による死亡件数は,1998 

年の5,000から2018年には約9,000とほとんど 

2倍になると予測している。

今後35年以上の間には、中皮腫による死亡件 

数の合計は25万になるだろう。

Peto教授は次のように言うJ1945年から 

1950年頃に生まれた人々が最もリスクが高い。 

西ヨーロッパでは,50歳位の男性のおよそ150 

人に1人が、結局中皮腫によって死亡するだろ 

う。アスベスト作業に従事していた人々のリス 

クはもちろんもっと高い。」

「建築物や工業におけるアスベストの使用は、 

1950年に生まれた人々が職業生活を開始した 

W70年頃にピークに達した。」

「通常2〇〜60年たってから発症するこの疾病 

の最初の影響が出始めたばかりである」と.彼は 

語る。

Peto教授は、ヨーロッパにおける中皮腫によ 

る死亡の流行は2020年頃にピークに達し、その 

後減少するだろうとしているD

この理由は、1980年代以降、アスベストの使用 

が大きく減少したからである。

しかし、Peto教授は、1955年以降に生まれた 

人々に射するリスクはいまだ知られていないと簪 

告している。現存の建築物には大量のアスベスト 

が使用されており,アスベスト除去•解体労攝者 

と同様に修繕作業において建築業者、配管ェ、大 

ェや電気工などが、適切な防護策を取らなければ、 

いまなおひどい曝露を受け続けるかもしれない。 

Peto教授の研究は、西ヨーロッパの人口の3
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分の1にあたるイギリス、イタリア、フランス、才 

ランダ、ドイツおよびスイスの6か国に焦点を当 

てたものである。

これは、Peto教授とそのチームのイギリスだ 

けを対象としたこの疾病による死亡率に関する 

以前の研究を引き継いだものである。

がん研究キャンペ-ンの理事長のGordon Me 

Vie教授は、「イギリスでは、安全衛生局がアスベ 

ストによる危険性が持続していることを警告して 

いるが、多くの建築労働者がいまなお重大なリス 

クがあることを十分に理解していない」と語った。 

.「この研究結果が、ヨーロッパにおいて大きな 

インパクトを与え、また、いまだそのリスクに気 

づいていない諸国,とりわけ管理されないまま 

のアスベストの使用がいまだ一般的な開発途上 

諸国に、警鐘を鳴らすことになることを期待す 

る」と、彼は付け加えた。

編注

*アスベストによって引き起こされる肺がんの死 

亡件数は、中皮腫の件数と同様である。したがっ 

て、今後35年以上の間の西ヨーロッパにおけ 

る合計死亡件数は、およそ50万になるだろう。 

*中皮腫とは、主に胸膜(肺を覆う膜)を襲うあ 

る種のがんであるが、腹膜(腹腔の膜)に生ず 

ることもある。

*とくに建築や電気工事などで業務でアスベス 

卜に曝露する人々ほど、中皮腫を発症する率 

が高い。

*この疾病は治療が非常に難しく,生存率はき

わめて低い。

*研究チームは、197〇〜1989年の中皮腫の発 

生件数の傾向を分析することによって推測値 

を購した。これらのデータを用いてヨーロッ 

パ各国の199〇〜1994年の死亡件数を予測し、 

それを実際の件数と比較した。その

結果、予測値は正確であった。

スウェーデンにおける悪性中皮腫
Jim Brophy, OHCOW, Canada,1999.1.27

以下に引用する論文で、スウェーデンの研究 

者は、スウェーデンにおけるアスベストの職業 

曝露による胸膜中皮腫の発生率は、今日では死 

亡労働災害の全体よりも大きいと言っている。 

彼らはさらに、196〇、1970年代に採用された防 

護措置は、胸膜中皮腫のリスクを減少させな 

かったと扳定している。

この事実は、この物質を禁止することだけが、 

予防可能ながんを根絶するという所期の効果を 

達成することができるという明白な結論を支持 

するものである。

論文の結論部分だけを以下に紹介する。

XXX 

スウェーデンにおける胸膜中皮腫：アスベスト 

使用に伴う発生率の分析

Jarvholm et al, British Occupational and

Environmental Medicine, Vol. 56 No. 2, 
February 1999
以前のアスベスト使用による中皮腫による死 

亡率が死亡労働災害の合計件数と同程度である 

という今日のスウェーデンの状況は、使用された 

ブスベストの少なくとも90%はクリソタイルで 

あるという状況の中でもたらされている。しかし 

ながら、中皮腫の各事例がクリソドライトかアモ 

サイトか、どの種類のアスベスト曝露によるもの 

かという情報はもっていない。世界中のアスベス 

卜産業によって、クリソタイルの使用を認めるよ 

うにアスベスト規制を変更させようとする圧力 

が加えられている。そのような試みを評価するた 

めには、さらに少なくとも30年かかるだろう。も 

しスウェーデンにおける中皮腫の主な原因がク 

リソタイル以外のアスベストの方にあったとし 
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ても、スウェーデンにおいてアスベストを使用す 

ることが不明確なリスクよりも利益があるとみ 

ることは困難である。ノルディック諸国やイギリ 

スのように健康リスクに関する全国人口ベース

のデータが利用できるようにはなっていないEU 

加盟国を含めたヨーロッパ諸国においては、同様

の慎重なアプローチを採用することが適 

当である。

ブラジル:名誉毀損罪の告訴を却下
Fernanda Giannasi, Federal Work Safety Inspector, Brasil,1999.1

「アスベスト■マフィア_!に対する最初の勝利 

を分かち合いたい…。ブラジルの刑事裁判所は、 

昨日a月23日)午後、Etemit社の私に対する告 

訴(1_2月号38頁参照)を却下したP私に寄せら 

れたすべての激励のメッセージに感謝します。 

私は、今日の新聞で裁判官のこの決定を知ら 

された.Eternit社の弁護士たちは、そのジャー 

ナリスト向けの声明で、これは「誤った判断」で 

あり、(もし会社が許可すれば)民事裁判所に対 

して賠償請求を起こすつもりであると語った。 

しかし、これは新たな別の話であり、刑事訴追の 

おそれはなくなった。

XXX

ブラジルの保健大臣Jose Serraは、本日(1月 

25日)新聞紙上で、公的(無料)公衆保健サービス 

によるアスベスト疾患の被災者の治療は高額を 

要することを指摘し、ブラジルにおけるアスベ 

スト使用の禁止を支持した。彼にアスベストを 

禁土するという考えを支持し、恐喝や企業側が 

使う失業が増大するとか、クリソタイルは有害 

でない(「安全な」アスベスト)などというような 

噓に惑わされないようにという手轉を書いてい 

ただくよう、皆さんにお願いする。

XXX

第2刑事行政区裁判所のEduardo Loureiro 
裁判官による、名誉毀損罪には該当せず.私の発 

言の自由を保証する決定は,ほとんど完全な勝 

利と考えてよい(この国では大変めずらしい)。 

私が謝罪しなければ高等裁判所に決定の無効 

を求めるとEternit社は脅しているが、世論は

私にとって有利な状況にある。昨日(1月29日)、 

ブラジリアのイタリア大使館から電話で、身体 

的安全を含めて保証しようという申し出があっ 

た。イタリア大使館の代表は、高等裁判所、ロー 

マの新しいブラジル大使や保健大臣ともコンタ 

クトをとってみるつもりだし、安全の確保やブ 

ラジルにおけるイタリア市民の身分のように必 

要な援助は何でも提供すると言った。

再度、国際的な支援に心から感謝する。

XXX

Fernandaはとても忙しいが、彼女に対する名 

誉毀損罪での告訴が刑事裁判所によって、つい 

に最終的に退けられたというニュースを皆さん 

に知らせてくれるよう頼んだ。Etemit社がマス 

コミを脅迫したにもかかわらず、裁判所の棄却 

決定のアピールは広く報道された。彼らは使え 

る法的手段は何でも駆使するものと思っていた 

ので、彼女の弁護士もこれには驚いたと言って 

いる〇Saint Gobain 社は、今年 Estado de Sao 

Paulo紙の編集委員会に彼ら側の人間(Faustと 

いう名前の！)を得たにもかかわらず、彼らの影 

響力をダメージをコントロールするよりも,ブ 

ラジルでの彼らの投資の拡大のイメージをよく 

することのために使ったようだ。

* 2月24日付けのBarry CastlemanからのE 

メール。Fernanda氏は、4月14日、サンパウロ 

で開催されるILO世界労働安全衛生会議で、 

「労働衛生および環境についての国内的•グ 

ローバル的思考と行動：アスベスト禁 

止ネットワークの経験」を発表の予定。
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南アフリカ：アスベスト0遺産
British Asbestos Newsletter, Issue 33: Winter 1998/99

南アフリカ大統領Nelson Mandelaは就任の 

日に、「貧困、欠乏、苦痛、ジヱンダー、その他の差 

別という隸属犾態からすべての人々を解放す 

る」と誓約した。アパルトへイト時代における南 

アフリカのアスベスト産業の横暴と怠慢は、ア 

スベスト労働者とその家族、地方の住民たちの 

障害、早すぎる死,そして経済的な苦難のひどい 

状況をもたらした元凶である。

その時代に、Cape plc,T&N Ltd.Griqualand 

Exploration and Finance (GEFCO).Everite- 

Eternitといった南アフリカと外国の企業は、 

Northern Cape. Northern Province. 

Mpumalangaで発見された天然資源から最大 

限の利益を絞り出すためにたゆまなく働いた。 

1977年に、アスベスト生産量は38万トンとピ— 

クに達し,南アフリカは世界第3位の輸出国と 

なった。GEFCOは1966年に生産量の記録を達 

成し、10年間で収支を逆転させ、1970年代に企 

業の利益は32%増加した。

政府の出版物によれば、南アフリカ共和国は 

現在、「過去の行動に起因したアスベスト疾患の 

流行」に直面している。不幸なことに、過去の行 

動が唯一の問題なのではない。いまなお毎年2万 

トンのクリソタイルを国内で使用しており、ア 

スベスト含有建树やパイプの製造に、7つの企業 

が3千人の労働者を雇用している。いくつかの地 

域における環境汚染のレベルは驚ぐべきもので、 

Northern Capeだけでも82もある多数のアスベ 

ストのゴミ捨て場が、国中に拡散してしまってい 

る。今日までに政府は、放棄され「持ち主のいない」 

鉱山の土地回復のために、4,400万R (750万$)を 

支出した。この仕事を完成するのに楽観的な見積 

もりでも5,200万Rが必要とされる。

1998年11月、「南アフリカにおけるアスベス 

卜起因疾患に関連した緊急の健康•福祉問題に

対処」するために、ヨハネスブルグの環境問題と 

観光に関する国会ポートフォリオ委員会の後援 

のもとに、科学者.医師、政府当局者、安全衛生専 

門家、労働組合活動家、アスベスト産業の代表、 

地方住民ら250名が3日間の会合をもった。南ア 

フリカとジンバブエの閣僚、アメリカとオース 

トラリアからの専門家、その月のはじめに開催 

された地域アスベスト‘ワークショップのオブ 

ザーパーなども参加し、南アフリカで使用され 

る11の言語での通訳がついた。配布された公式 

資料は、「影響を受けている」地域とグループの 

代表たちの意見の方がより反映されていた。 

全国アスベスト•サミットの歓迎の挨拶で、下 

院議員で環境.観光委員会議長のGwen Mahlan 

guは,「国際社会にも認められ…関係者全体の 

コンセンサスが可能な固有の解決策」を求めた。 

労働幹部会を代表して発言したFred Gonaは、 

「アスベスト生産の利益だけをすべてすくいと 

り」、南アフリカに対する責任を放棄した多国籍 

企業を非難した。

地方の代表およびアスベスト被害者たちは、 

アスベスト,アスベスト含有製品,アスベスト関 

連疾患に関する情報の欠如、労災補償の低いレ 

ベルと獲得する困難さ、臨時エや環境曝露によ 

る被災者の補償の不適当さ、不適切な労働保健 

サービス、政府の調整機能の欠如およびリハビ 

リテーション、社会復帰プ□グラムに地方当局 

を巻き込む必要性、等々の多岐にわたる問題点 

を指摘した。

クリソタイルの禁止と「汚染者負担の原則」の 

実行せよという要求が、Northern Provinceの 

ワークショップからの提案で述べられた。 

Northern Province の会合で、Dr, Marianne 

Felixは、「これまでにMafefeで実施された成 

人についての調査では、成人の50%以上がアス 
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ベストの影響を受けていた」と語った。

Kwazulu-Natalの代表と West Cape のワー 

クショップの報告者から出された、一方的な禁 

止を求める提案は、「いくつかの国が禁止を実行 

しているが、そのことが法廷で争われて後退し 

ている…命を救うことが、失業や天然資源の喪 

失を正当化することはできない、というのが結 

論である」と指摘するある産業界のスポークス 

マンによれば、弗現実的とされたD

ジンバブエの代表団は、全体集会とワーク 

ショップの両方で、2001年までに禁止するとい 

う要求を妨害するために、必死に闘った。南アフ 

リカは、ジンパブエの主要輸出品のひとつであ 

る、クリソタイルの事実上の輸入国なのである。 

100年にもわたるクリソタイル原料の加工業 

者であるKlingerグループもまた、副社長のDon 

Munroが「安全な持続可能な使用」というポリ 

シーを頑なに表明した。しかし、彼は、「アスベス 

卜に対する地域の反感がある」ので、現在ノン•ア 

スベスト技術を開発中であることを認めた。 

サミットの塲で配布された産業界の見解を述 

べたブックレットは、以下のような議論のある 

主張を展開している。「アスベスト曝露の安全な 

限界は存在する…もしアスベスト■セメントが 

折れたり割れたりしても、吸入可能なアスベス 

卜繊維はセメント材料の中に包まれている…ア 

スベストを原料物質として使用する7つの主要 

製造業者はその操業の継続を認められるべきで 

ある。」

アメリカから参加した環境コンサルタントの 

Barry Castlemanは、3年のうちに「Msauiiにあ 

るこの国の残ったアスベスト鉱山は枯渴するだ 

ろう…ファイバー.セメント,パイプの製造は… 

無アスベストになり、ブレーキ製造工場はすで 

に(無アスベストへ)転換している」ことを指摘 

し,南アフリカにおける禁止提案を支持した。 

Castlemanは、「第3世界諸国におけるアスベス 

卜の管理された使用は持続可能な開発につなが 

ると、誰もが言うが、誰も実行していない」と、産 

業界の姿勢を批判した。

この会議の宣言と最終レポートは、国民議会 

と関連する政府部局に提出され、近日中に議会 

のウェブサイト http://www.parliament.gov.za/ 

で入手可能になる予定である。サミットの4つの 

委員会による勧告には、「人体への被害、環境の 

悪化、および,土地回復、改善や保健サービスの 

提供に支出した政府の10億Rの費用に対する、 

外国企業の責任を追及する」政府による行動な 

どが含まれている。

アモサイト、クロシドライト、トレモライトの 

即時禁止については合意をみたが、クリソタイ 

ルに関しては、調整の結果「妥当な期間内に」禁 

止を実行するという同意にいたった。

12月14日のBBC2の深夜のニュース番組は、 

イギリス企業Cape picの南アフリカにおける 

商業活動についてのレポートを特集した。1915 

年のCape Provinceのアスベスト産業に関す 

る覚書によれば、rcapeにおけるアスベスト産 

業の歴史は、ごく最近まで、実質上Cape Asbes- 

tos Companyの歴史であり、この企業はなお生 

産量の大きな部分を支配している

番組の中で、イギリス国内では「数千万ポンド」 

が支払われているのに、南アフリカにおけるア 

スベスト関連疾患や環境汚染に対する補償は一 

切なされていないということが暴露されて、ダ 

ブル•スタンダードの存在が実証された。Koegas 

とPrieskaのCapeの施設の生存者たちが、施 

設の中では家族が驚くべきレベルの汚染にさら 

されていたと証言した。

下院議員で環境問題省の副大臣Peter

Mokabaは、Capeは「操業し…利益を享受して 

いたあらゆる場所で、その操業の結果に対する 

責任がある」と述べて、南アフリカの5人の被害 

者が最近イギリスで起こした法的行動を南アフ 

リカ政府は支援すると主張した。12月14日、イ 

ギリスの下院は、(問題を審議するのに)適切な 

法廷は南アフリカであるとするCapeの主張 

を退けて、訴訟手続を開始することができると 

決定した。原告側弁護士のLeigh, Day & Co

は、Northern Cape と Northern Province の 2
千人の申請者から訴訟委任状を受け取 

っていることを確認した。
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今後0拡大販路は日本以外では鬮発途上睡
Workers' Health International Newsletter, Issue No.54, Jul.*Dec. 1998

ジンバブエの狭占的なアスベスト生産業者で 

ある African Associated Mines 社は>1998年6 

月に、きびしい経済的風潮と国際的な反アスベ 

スト圧力にもかかわらず、生き残れることを確 

信していると発表した。

会社の代表であるJohn Mkushiは,「われわ 

れは,今後も長期間にわたって、われわれのアス 

ベストが使用され続ける用途は残ると信じてい 

る。そのために、われわれはアスベストの長期的 

な将来を見据えているのである」と語った。

彼は、「われわれのアスベスト輸出は、アスベ 

スト禁止を求める国際世論の影響をそれほど受 

けてきておらず,むしろ一般的な経済の大変動 

の方がわれわれの関係する市場により影響を与 

えている」と付け加えた〇African Associated

Mines社の市場は、アフリカ、中東、東南アジア 

や極東といった、今日のグローバル経済危機の 

影響を最も大きく受けた地域にある。

「日本を除いて、われわれが開発途上国に販売 

しているアスベストの量は実質的には微々たる 

ものである。それゆえ、市場拡大の道は開発途上 

国にある」と、Mkushiは語る〇 African Associated 

Mines社は、約6,000人を雇用しており、ジンバブ 

ェの鉱山産業労働者の20%を占めている。

ジンバブェは、カナダ、ブラジルに次いで、世界 

3番目のクリソタイル産出国。昨(1997)年の輸出 

量は、19%年の165,00〇トンと比較すると減少し 

て、162,00〇 トン。今(1998)年は160,000 

トンの輸出量と予想されている。

*1998年6月4日のプレス,インフォメーシヨン

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称：全国安全センター) 

は、各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者 

の安全と健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日
に設立されました。

①最新情報満載の月刊誌「安全センター情 

報」を発行しているほか,②労災認定•補償 

問題等々での相談、③「労働安全衛生学校」の 

開催や講師の派遣など学習会•トレーニング 

への協力、④働く者の立場で調査•研究•政 

策提言、⑤世界の労働安全衛生団体との交流

せン

などさまざまな取り組みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報 

の提供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況な 

ど、他では得られない情報を満載しています。

爨購読会費:1部年額10,000円(複数割引あり) 

♦見本誌を請求してください。
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井上浩
全国安金センター議長

1976年12月17日(金)晴

課長会議。儘(まま)田…酒2本,村田…3,000 

円、戸丸…2,000円、市川…1,000円(いずれも 

お礼らしいが不明。戸丸監のみはマイカーを 

署用に使用するのでそのガソリン代)。労災 

担当者へ署長会議の内容説明。戸丸監の車で 

局へNフェロの伺い持参。局の対応鈍し。(鉛 

中毒の疑いがある労働者がいるので、このと 

きに丁度創設された労災保険で無料で診断 

できる制度を活用しようとしたのであった。

当時の業務日誌には、その工場について次の

ような所感が記入されている。

1多数の貧血者が存在している。

2 多数のため胃潰瘍等による貧血とは考 

えられない。職場に貧血の原因があるので

はないか。

3 職場には鉛の化合物の粉じんと有機溶 

剤がある。

4 有機溶剤は作業態様から見て貧血の原 

因とは考えられない。

5 鉛の疑いが濃いので血中鉛の測定が必

要。 |

しかし,会社側の検査値、環境測定値と 

もに低い。

6 そうとすれば鉛中毒の疑いは遠のく。

7 しかし,貧血者が多数存在し,しかも鉛 

'中毒に似た自覚症状多し。

8 貧血の検査数値の信ぴょう性はある。

9 では何が原因の貧血か？

① 貧血とコプロ等との相関薄し？

② どちらかの数値に誤りがあるのか

③ それとも他に原因があるのか

以上のようなことで、権威のある診断を考 

えたのであった。)

12月20日(月)晴

役所で年賀状を書く。行田労働基準協会橋 

本副会長に会う。①江森事務局長任期のこと。

②署忘年会費補助4万円支出のこと。③N女 

史へ4万円支払のこと。(元OBのN■女史は労 

災相談員で退職)④小型ボイラー講習OK。

西課長、戸丸監とA工業の肺がん及び中皮 

腫患者の有無について調査方針打合わせ。’
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あり。

死亡時25歳以上についても疑いあり。 

死亡時io年以上前から在職していた 

ことが必要。

則の限度を超足ている。

2 工場の通勤圏内には該当者なし。

3 工場近くで肺がん死3名。(夫婦死あり。)

4 それが関孫ありとすれば、工場内の事実 

上の汚染大。(測定値以上かも)

5 労働者供給源は通勤圏外であり、しかも 

転退職者が多く追跡調査不可能。会社によ 

る自主的調査しかない。(会社では後に退 

職者について通信調査を実施したが、肺が 

んや中皮腫は発見できなかった。)

6 行田市内で肺がんによる女性死亡率が高 

いが、繼隹加工と関係があるのではないか。 

12月21日(火)晴

年賀状書き終了。西課長と戸丸監を肺がん 

死亡調査のため羽生市役所へ派遣。労働基準 

協会江森事務局長へ、①任期のこと、②小型 

ボイラ'-講習の実施のことを伝える。

12月22日(水)曇

"太洋”で署忘年会。江森事務局長、〇係長に 

④原発性のものであること。

現在までに3市3町2村の昭和46年から50 

年までの調査結果は次のとおり。

1工場内のアスベスト粉じん濃度は特化

すること。なお、

①昭和24年以降死亡者についても疑い

間>10年より

① 昭和14年で14歳以上

② 昭和50年で50歳以上

したがって、死亡時25歳以上について調査

1アスベスト使用昭13〜5137年間

2 労働省認定基準ばく露期間+潜伏期

大いに皮肉をいう。(0係長の怠慢その他につ 

いて)

12月24日(金)曇雨

午後A工業からの招宴を逃れるため卑 

きょうだが,局に用事をつくって西課長と局 

へ行ぐ(は9きり断ればよいのだが、従来か 

らの慣習があるので情ないことに正面切っ 

て断れなかったのである。)局ではA工業 

の調査状況を局長と監督課長に話す。①過去 

における労災保険の給付扰況を調査するこ 

と。②退職者については会社に調査させるこ 

と。③下請についても調査すること等。

夕方より雪になり寒し。夜になって安全セ 

ンター石原さん原稿料未払分508,100円持参 

さる。“市川食堂”に伴い飲む。3,010円。

12月26日(日)曇晴

朝森参院議員宅へ就職俵頼のことで行く。 

先客あれど丁重。帰りは夫婦で玄関まで送ら 

れ、おまけにお土産をもらう。選挙近きせい 

か。客ありしため就職依頼の件言い出せず。 

午後松岡教授宅へ。ビール1ダースとせんベ 

い持参。

12月27日(月)晴

日本評論社渡辺氏へ電話。売行良しと。近藤 

書店森住氏も郵政省への売込み成功と大喜 

び。これには一役買った。

12 月 28 H (±)晴

御用納。昼前ビールを飲み、そばを頼み、米 

倉技官の車で分け前の酒とビールを運んで 

帰る。山本氏(労災監察官時の同僚。死亡)の川 

越の新宅訪問。

12月29日(水)晴

原稿書き。午後近藤書店の森住、山本の2氏 

来宅。印税54万円持参。

12月30日(木)晴

②
③
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朝森氏宅へ行けど、参院本会議へ間に合わ 

ないと,駅へ走りっっ話す。-■■旦帰宅し協会 

へ。(協会は個人的に関係していた団体で、立 

法活動中であり、いろいろと戦略や戦術の相 

談に乗っていた。)

1977年1月5日(水)晴

行田商工会議所の新年宴会“魚七”で午後行 

わる。20歳代後半の大蔵キャリアの税務署長 

正面に座る。県税事務所長や市助役や収入役 

は下座。

1月6日(木)晴

安田浦和署長より電話。①社労士会の新年 

名刺交換会は2月14日大宮の埼銀寮13:30。 

署長会で10,000円。分担金1,200円当日持参 

のこと。

午後西課長と車で局に挨拶に行く。Nフェ 

ロの件打合わせ。® 全衛生課は関係しない。 

(鉛中毒者の疑いがあるのにお役所らしい。 

サービス診断は労災課担当ということ。)② 

労災課長としては職業病対策協議会にかけ 

て診断サービスを適用したいと。③監督課は 

本省へ連絡し監督実施。

終って原田監察官と浦和駅東口の養老の 

滝へ行ぐ5,000円弱。原田氏大酔。(熊谷駅下 

車のところを新前橋駅まで乗り越し、おまけ 

にメガネを忘れ翌日子供さんに取りに行っ 

てもらったとのことだった。なお、熊咎駅で 

は最終バスに乗り間違えて歩いて帰った。私 

もこの頃一時期であったが、酔うとそのとき 

の記憶を失うことが何度かあった。おそらく 

肝臓が参っていたのだろう。乗り越しでは新 

潟という人もいたそうだから原田さんはま 

だ軽い方であった。念の為)

1月7日/金)晴.

ヘ,埼玉鳶職連役員13名来署。要望3項自。(記 

録なく不明。)

1月10日(月)曇

中島労災課長より電話。①測定の申請を 

至急センターへ出されたい。(鉛中毒の測定 

か？センターというのは県の外郭団体で 

ある埼玉県保健センターのことか？)② 

2名の診断サーピスの申請を出すこと。③西 

川先生以下が20日にNフェロの工場に調 

査に行く。(西川先生とは日大医学部の公衆 

衛生学教授で,役所はいろいろとお世話に 

なっていた。)

(中島労災課長は実にまじめな方であっ 

た。退職後は名古屋市の鶴舞公園あたりに 

あった労働省関係団体の出先に勤務されて 

いたようであった。私も退職後に仕事で近 

くに行ったとき一度お寄りしたことがあ 

る。お父さんは陸軍中将であったとか誰か 

に聞いたことがあったが、確実なことは知 

らない。このような全国巡回の地方局課長 

は、本省族とは違って退職後も大へんなよ 

うであった。)

1月14日(金)晴 -

午後大宮埼銀寮で署長会。(局主催による 

署長会議でなぐ署長だけが話合に集まる。) 

①監督監察や労災監察のような部内監察の 

際に、監察官にお土産を持たせるのは廃止 

したいと、出席していた上村監察官が発言。 

(局の監察官が各署を監察した際には、終了 

後小宴を開き、場合によっては署幹部が二 

次会に誘うこともあった。私は監督と労災 

の両方の監察官をやったが、お土産につい 

てはあまり記憶がない。しかし、こうして議 

題に上ったことを見ると、やはりお土産は 

あったのだろう。労働本省の行う中央監察 

まではさすがに議題になっていない。従来
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どおりということだろう。なお、現労働省大 

臣官房会計課長は上村氏のお子さんであり、 

補佐の金子、池沢両氏は埼玉局出身者であ 

る。)②司法研修(監督官に対する捜査実務 

の研修会で、教官は主として検事だが,一度 

だけ警察官の警部のこともあった。)の際の 

終了後の宴会用に各署酒1升を出すこと。浦 

和、川ロ,大宮、春日部の各署はその他にビー 

ル1打を出すこと。(浦和以下の4署は手持が 

多いと見られていたのであった。)③労災 

法改正については、署長会として説明を受け 

る。

1月16日(日)晴

Tさんより電話。浦野先生死亡と〇 (浦野先 

生とは労働大臣をして急死した商工族の自 

民党代議士である。Tさんが担いで大ばくち 

を考えていたのに残念なことだった。)

1月18日(火)晴

戸丸監と羽生市内の金子農機(株)»事業 

部定監。帰途遂に植村秀雄さん宅を探し当て 

る。急性気管支炎で寝ているのを知り胸躍る。 

奥さん喜ばれる。(アスベスト粉じんを吸入 

し、重症のじん肺症で寝ていた植村さんを遂 

に探し当てたのだった。詳細な経過は日本評 

論社「労働基準監督官日記」の中にあり。)夕 

方社労士と職員で飲む。社労士 7人。熊谷署管 

内からも来る。社労士両団体(労働省の労務 

管理士団体と厚生省の社会保険士団体。社会 

保険労務士ということで法が制定されたた 

め統一。会長は労働省側は現在も会長である 

中西元事務次官、厚生省側は内務官僚として 

は中西会長より先輩の故古井氏。労働省も厚 

生省も内務省から出て来たので、ともに内務 

官僚が支配していた。厚生省は,国民の体位 

低下による徴兵検査合格率の低下を心配し

た陸軍省が設置を希望した。内務省はそれに 

対して、陸軍省主唱で厚生省ができると、人 

事を陸軍省に握られるということで新設に 

反対した。そこで陸軍省は,人事権は内務省 

に委せるということでようやく厚生省が誕 

生した。このことは後藤田元副総理の回顧談 

に、どうした理由からか厚生省の人事は内務

省が行っていたと書かれていることからも 

分かる。そして、敗戦後になって、厚生省から 

さらに労働省が派生したのである。内務省か 

ら派生したものには、他にも建設省や自治省、 

それに警察庁もあるが、現在でもそれらの省 

庁のキャリア名簿は、退職者から最近の採用 

者のものまで一本になったものがある。安田 

署長は最高裁の裁判官をやられた元労働省 

婦人少年局長の高橋さんから貰って持って 

いられたが、見せて貰って驚いたものだった。 

そこには古井さんがたしか第1番目で中曾根 

さんも何位かにのっていた。)

1月20日(木)晴

午後Nフヱロへ。卸I旧大教授、水越安全衛

生課長、益田衛生専門官、小暮労災監察官、三

枝専門監督官、中島技官、西課長、市;U課長、戸

丸監督官。帰途桶川で飲む。西川教授と水越

課長大酔。(この会社は、鉛を含む重金属を材

料として使用していたが、労働省の鉛中毒者

の認定基準に当てはめて判断した結果,中毒

者はいないと判断された。基準一の(1)の自

覚症状の2種以上という条件には該当してい 

たのだったが、血液1デシリットル中に鉛が 

60マイクログラム以上検出されること等と

いう数値基準に若干不足していたのであっ 

た。しかし、認定基準は療養を必要とする基

準であるから、労働衛生対策を講ず 

る場合にはまた別であろう。)
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世界から

仕事等やめたが女性でn%
警察庁•サリン事件被害者の実態調査

警察庁は、1995年3月に起き 

た地下鉄サリン事件の被害者 

の実態調査結果をまとめた。同 

事件で警視庁が被害届を受理 

した5,311人のうち協力を承諾 

した1,545人にアンケート調査 

表を送付し、被害者本人が記入 

した1,247人分の回答をまとめ 

たもの。男性709人、女性528 

人、回答者全体の約8割が勤め 

人、年齢的には,男性は40代、50 

代が半数を越え、女性は20代が 

44%.

症状としては、事件直後のほ 

ぼ全員に「視野が狭くなる」な 

どの障害がみられたが、今回の 

調査でも、54 %が事件直後と似 

た症状があると答えている。他 

に多かったのは、「目が疲れや 

すい」(34%)、「疲れやすい」(20 

%)、「頭痛」(10%)など。

事件後の社会生活の変化で 

は、「仕事•学校をやめた」人が 

9.3%にのぼり,とくに女性で 

は16.9%が離職•退学している 

(男性は3.7%)〇また、「職場で 

の対応に傷つけられ人も全 

体で23.2%,女性では32.4% 

(男性16.5%)に上っている。「身 

体症状について理解が得られ 

ない」.「精神症状について理解 

が得られない」も、各々,8.0%, 

10.2%となっている。

一方、救急医療に要した費用 

については、「公傷•労災の適用 

を受けた」が58.1% (男性60,2 

%、女性55.5%)、休暇にっいて、 

「公休(労災)」が48.4% (男性 

49.7%、女性46,7%)となって 

いる。

この調査結果だけからでは 

わからないのだが、地下鉄サリ 

ン事件被害者の労災保険(業務 

災害•通勤災害)の取り扱いに 

関しては、治療費だけは労災扱 

いとされたが休業補償の手続 

がとられていないとか、最初に 

運び込まれた都立病院等の治療 

費は労災扱いになっているが近 

医等に転院して以降は健保扱い 

になっている、等々の話を耳に 

しはするものの、私たちも皆目 

実態をつかめていない。仕事を 

休んでいるために角军雇された場 

合があるとすれば、業務災害で 

休業中の被災労働者の解雇を禁

じん肺健康診断結果証明書

に「悪性胸膜中皮腫」とはっき 

止した労働基準法第19条違反 

の対象にもなってくる。

労働省は、事故直後に業務災 

害•通勤災害に該当するケース 

の迅速な労災適用を表明して 

おり、このこと自体は評価でき 

る〇次いで,1997年3月31日付 

け基発第215号によって「労働 

福祉事業としてのアフターケ 

ア実施要領」を改正し,サリン 

中毒に係るアフターケアを新 

設した。これは,サリン中毒の 

後遺症状に苦しむ被災者の早 

期救済という面では評価でき 

るものの、本来、もっと療養•休 

業を要する人々に対する労災 

保険給付を早期に打ち切り、後 

はすべて後遺症状としてすま 

せようということであれば問 

題である。

サリン中毒の療養•休業にど 

の程度の期間が必要なのか、後 

遺症や再発等がどうなるのか 

は、まさに、この人類が初めて 

経験する大規模被災者の長期 

経過を注意深くフォローする 

中で明らかにされると言って 

よいのである。労働省がそのよ 

うな視点で、被災者実態調査を 

実施することを強く望_

り記載されていながら、労働基 

準局は「じん肺管理区分1(所見

労基署•局が職業病見落とし

神奈川•失策も法律上の障碍ではない
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なし)」という決定通知書を渡 

されただけで、放置。それから3 

年近く経過し、1997年7月に神 

奈川で実施された「じん肺•ア 

スベストホットライン」に相談 

して初めて悪性中皮種で労災 

申請できることを知り.1998年 

1月に労災認定されたが、ご本 

人はその直後に亡くなられた。 

このWさんの話は1998年4月 

号39頁で報告されている。

Wさんは、1939年から1970 
年に退職するまでの間、住友重 

機械工業追浜造船所に製罐エ 

として勤務していて、船舶修理 

作業の中でアスベストに曝露 

した。退職後の1994年9月頃、 

坂道を上っているときに歩け 

ないほど苦しくなり、近医を受 

診したところ「胸に水が溜まっ 

ている」と言われ、横須賀共済 

病院で検査の結果「悪性胸膜中 

皮腫」と診断された。

主治医の助言で治療費を労 

災保険扱いにすべく横須賀労 

働基準監督署に出向いたとこ 

ろ、担当官から神奈川労働基準 

局においてじん肺管理区分を 

受けるよう指導された。1994年 

12月28日付けで前述のとおり 

じん肺管理区分1との決定通知 

を受けたが、「肺の方は管理区 

分1なので何でもない」と言わ 

れたため、労災の手続は行わな 

かった。

1997年8月14日付けで横須 

賀労基署に休業補償請求を 

行ったところ.1998年1月20 

日付けで、Wさんの悪性中皮腫 

が業務上のアスベスト曝露に 

よるものであると認め、1994年

9月24日を症状確認日として 

決定処分を行った。しかし、請 

求時点から2年さかのぼる 

1995年8月13日以前の分につ 

いては、すでに消滅時効が成立 

しているとして不支給処分を 

行った。

Wさんは1998年1月30日に 

死亡したため、妻が神奈川労災 

保換審査官に審査請求を行っ 

ていたが、同審査官は1998年 

11月30日付けで、審査請求を 

棄却する決定を下した。理由 

は、要は権利を行使し得たのに 

しないで時効が成立してし 

まったのだからダメというこ 

とだが、具体的には以下のよう 

に言っている。_

「A(Wさんの実娘)が、請求 

人の代理入として1995年1月6 

日来局(神奈川労基局)し、じん 

肺管理区分決定通知書を受領 

した際の基準局担当者との間 

のやりとりについては、これを 

確認し得る記録はないが、『じ 

ん肺管理区分1なのでなんでも 

ない』と言われたとする請求人 

代理人の主張については、基準 

局担当官がじん肺管理区分決 

定通知書の交付時においては. 

当該決定通知書の記載内容を 

説明することは一般的に行わ 

れ,ているものと認められるこ 

とから、このことを否定するも 

のではないが、当該基準局担当 

官の説明内容が、休業補償給付 

の請求権の行使を制限したも 

のとは解されないし、仮に休業 

補償の請求権の行使を制限し 

たものと解されるとしても、そ 

れが権利行使についての事実 

上の障碍となり得たとしても、 

権利行使についての法律上の 

障碍と認めることはできない。

また、じん肺管理区分の決定 

申請を行う契機となった1994 

年10月頃のAの監督署への相 

談について、相談の際、『悪性胸 

膜中皮腫』の病名及び症状をロ 

頭で伝えたのに労災請求の説 

明はなかったとする請求人の 

主張については、相談時のやり 

とりを確認することはできな 

いが,仮に、監督署による説明 

が不十分であったと認められ 

るような事実があったとして 

も,このことをもって権利行使 

に法律上の障碍とは認めるこ 

とはできない。

したがって.休業補償給付を 

支給しないとした処分は妥当 

であって、これを取り消すべき 

理由はない。」

悪性中皮腫と診断されれば、 

まずアスベスト曝露を疑うの 

が常識。診断書に悪性中皮腫と 

明記され、労災申請の相談に労 

基署、労基局に足を運んでいる 

のに、3年間も放置されてきた 

ことの異常さを、こんな説明で 

隠蔽できると考えているのだ 

ろうか。

「事実上の障碍」となったと 

しても「法律上の障碍」ではな 

いから、権利を行使しなかった 

方が悪いという理屈は、絨灸治 

療費の過去分請求のケースで 

用いられたことの繰り返しで 

ある(1999年1*2月号64頁参 

照)。「時効」の主張を濫用する前 

に正さねばならない点

があるのではないか。

酮
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メッキ作業で撤虫性皮膚炎 

東京®原液入手しパッチテストで確認

東京•大田区京浜島のS協同 

組合で働く中国人男性Kさん 

(40歳)は、メッキの前処理工程 

で、治具に製品を掛ける仕事を 

していた。

昨年2月下旬、2日間この職 

場で「キリンス」と呼ばれる部 

署に応援に行った。硝酸と硫酸 

の混合液の槽に銅と銅の合金 

製品をドブ漬けし、化学研磨す 

る作業だった。

その直後から体に赤い発疹 

が出始め、徐々に全身に広が 

り、仕事に出られなくなってし 

まった。4月に亀戸ひまわり診 

療所を受診し、接触性皮膚炎と 

診断され、センターに相談。S協 

同組合と交渉したところ、治具 

に製品を掛ける程度ではその 

ような危険はないと拒否的な 

姿勢だった。

キリンスの現場を見ると、槽 

から硝酸•硫酸混合液の蒸気ガ 

スが発生していた。たった2日 

間だが、Kさんはそのガスに曝 

露して接触性皮膚炎を発症し 

たのではないか。

7月に大田労働基準監督署に 

労災請求し、9月には自己意見 

書を提出。S協同組合から硝酸 

原液のサンプルを提供させ、希 

釈液でKさんにパッチテスト 

を施行したところ、バッチリ陽 

性の反応を得た。赤く反応した 

皮膚を写真撮影して、労基署に 

送付した。

Kさん(42歳)は、1998年2月 

に仕事中に交通事故に遭った。 

被災直後は集中治療室に入る 

ほどの重傷であったが、幸い回 

復。現在に至るまで通院加療を 

続けている。当然のことながら 

労災保険が適用されて治療に専、 

念できるはずなのだが、月に受 

ける休業補償はわずか10万3千 

円足らずだった。これでは子供 

2人を養うことは不可能だ。

実はKさんは1997年末まで 

は運転手として、月に40万円ぐ 

らいは稼いでいた。ところが突 

然の整理解雇。いろいろ仕事を 

探したが、なかなか見つからな 

い。2月にようやく職業安定所 

で見つけたのがG社。給料は日 

額1万1千から2千円。高くはな 

いのだが背に腹は替えられな 

い。面接を受けることにした。 

面接時に専務から、「3日ぐらい

本年1月、大田労基署は業務 

上認定した。現在、Kさんは、体 

調もよくなり別の仕事に就い 

ている。

日本語ができないKさんの 

聞き取りや会社交渉で、練馬区 

の通訳ボランティアの女性た 

ちに大変お世話になった。心か 

ら感謝したい。

(東京労働安全衛生センター)

は見習いで配送先を覚えても 

らうために、助手席に乗っても 

らう。半人前だから半額の5千 

円だ」と言われる。そんなことは 

求人票に書いてなかったが、3 
日だけだからと一応納得した。 

そして、その3日目に事故に 

遭ったのである。

労災保険の休業補償の金額 

は平均賃金で決まる。事故前3 

か月にもらった金額を暦日で 

割るのが基本。Kさんのように、 

3日目の場合は、もらった(もら 

う予定の)2日間の賃金を2で 

割ることになる。単純に計算す 

ると平均賃金は5千Rだが、算 

定期間が2週間未満の労働者で 

全ての日に稼働している場合 

はさらに7分の6という通達が 

ある。したがって平均賃金は 

4.285円。休業補償給付等はさ 

らにその8割だから、1日3,400

最低賃金違反もチェックなし

神奈川癰「見習」中に交通事故労災
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円余りにしかならない。

6月に相談に訪れたKさんや 

一緒に会社や事故の相手方保 

険会社と交渉をしてきたお兄 

さんは、感覚的に納得できな 

い。当然、法律的に見てもおか 

しい。まず言うまでもなく 5千 

円は最低基準法違反だ。神奈J11 

の最低賃金は5,368円。いくら 

労働基準監督署内で労災保険 

の担当と監督官が別だとは言 

え、最低賃金くらいピンときて 

ほしいものだが、ピンとはこな 

かったようだ。

ちなみに入社早々に事故に 

遭ったKさんに対して、会社 

は,--貫して手続に井協力的 

で、なおかつこの時点で2日分 

の賃金計1万円すら支払ってい 

なかった。また、労働基準法第 

15条に定められているとおり、 

賃金については文書で労働条 

件明示することが義務づけら 

れている。さらに、G社は10人 

以上労働者がいるから、労働基 

準法第89条で定められている 

とおり、専務の言う「見習」にっ 

いては、当然就業規則で萣めて 

おかなければならない。それが 

存在しないとすれば'、そもそも 

専務にそのような労働条件を 

決める権限があるのか。労災手 

続すら、「社長がいないとわか 

らない」と言い続けてなかなか 

やろうとしなかったのである。 

他の労働者はどうだったのか。 

以上のような観点から意見 

書をまとめて、7月に審査請求 

して審査官に提出したが、結局 

審査官はそこまで調べられな 

いと言う。そこでどうせこれか 

らも休業補償請求するのだか 

らと横浜北労基署と交渉を 

もった。

経過を聞いたところ、セン 

ターから最低賃金法違反ではな 

いかという指摘を受けて初め 

て、監督官が事業所に誰認。実 

は賃金そのものを支払ってい 

ないことや待機期間中の休業 

補償(休業3日目までの補償)を 

支払っていないことが判明。そ 

れですぐに会社がKさんの銀 

行口座に突然入金したらしい。 

さらに就業規則とKさんの 

労働契約との関連を追及した 

ところ、事業所が監督署に提出 

してある就業規則の該当部分 

を見せてくれた。それには「試 

用期間」の条項があり、3か月と 

するうんぬんとあったが,その 

期間中の賃金などは定めが全 

くない。専務が採用や賃金を決 

めることは権限の範囲外であ 

り、慣習的に見習は5千円とし

てきたと社長は言っているら 

しい。結局それ以上の指導など 

はできないという結論だった。 

今後の会社にどのように要求 

していくかなどを、Kさんが加 

入した神奈川シティユニオン 

とともに相談していく。

たしかに法律上の限界はあ 

るものの、何よりも労基署がも 

う少し的確な対応ができな 

かったのであろうか。Kさんの 

お兄さんは何度も労基署に足 

を運んだ。それでも5千円が最 

低賃金違反とは誰も言わな 

かった。会社の事業主証明をも 

らうのにも相当苦労してきた。 

それがなくても請求できると 

はやはり誰も言わなかった。法 

律の限界よりもはるか手前で 

労働省職員がどっちを向いて 

仕事をしているのか、改めて追 

及し続けなければと RTTJ 
感じる。 ffl 

(神奈川労災職業病センター)

日米欧ストレス国際シンポ 

東京參「東京宣言」を採択

「職業性ストレスと健康•日 

米欧における現状と対策」を 

テーマに、東京医大国際学術交 

流シンポジウムが、1998年11 

月3日、東京医大臨床講堂で開 

催され,欧米10名、日本10名の 

シンポジストを含め約100名 

の研究者が参加した。この会議 

は、同大衛生公衆衛生学教室の 

下光輝一教授が主催、スウェ— 

デン•カロリンスカ大学の 

Renart Levi名誉教授-を中心に 

企画されたもので、日米欧三極 

の職業ストレスの現状と対策 

を討議する2日間の準備会議を 

ともなったものであった。

会議では、下光教授が日本の 

長時間労働とそのストレス問
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題としての過労死問題などを最 

初に紹介し、18人の報告者が発 

言した。主な報告は次のとおり。 

NIOSHのSauter部長は、ア 

メリカでは労働災害で年間9, 

000人、1日16人が死亡。この数 

字は、乳がんや前立腺がん死亡 

よりも多ぐ殺人など暴力によ 

る死亡に匹敵する。1970年に設 

立された「仕事と家族」研究所 

の調査では、1986年に週48時 

間以上働く労働者は19%に達 

しており、1990年以降大手企業 

労働者の3分の1がダウンサイ 

ジング(規模縮小)を経験、41% 
が失業不安を感じている。期限 

雇用や在宅勤務労働者の増加 

も顕著で、後者は.1990年の3- 

400万人から2000年には2000 

年には1,500万人になると予想 

している。

フィンランド务働衛生研究 

所のKalimo教授は、同国の失 

業率は1991年に最高の19%に 

なった後,Telework (在宅)穷 

働が増加、1990年の2%から19 

97年には9になった。ノーペイ 

労働の経験者も1984年の20% 

から、1990年30%、199フ年34 

%と増加。

カリフォルニア大学の 

Schnall教授は、この10年間の 

アメリカの変化では、日本的生 

産管理の導入が目立ち、残業増 

加,労働の標準化、余剰人員の 

減少をもたらし、疲労や筋骨格 

系疾患が増加する結果になっ 

たと報告。

Levi教授は、日米欧の労働者 

に共通するストレスとして、短 

気雇用、失業不安、仕事要求の 

増大、仕事への欲求不満の増

加、社会支援の減少、在宅労働 

(telecommunicating work)の 

増加、ステイタスの喪失などを 

あげ、EU全体では3,000万人の 

失業が生まれたとした。対応で 

は、1995年にWHOが採択し 

た、セクトを越えた健康政策の 

確立,サポート(支援)環境の創 

出、地域での活動活強化、生涯 

を通じた技能の開発、健康的労

働(healthy work)の促進、保健 

サービスの再編などの総合的 

戦略の重要性を指摘した。

なお、国際会議で得られた日 

米欧の職業ストレスと対応への 

共通認識は,"The Tokyo De。 

claration” (東京宣言)として採 

択され、各国政府や関連団体に 

送られることになった。

ストレス疾患労災研究会

「健康と安全JVoI.17, N0.1
精鵬患補償、ストレス対策

海外短信  ®Workersr Health
International Newsletter

■アメリカ•ノースカロライナ 

補償局が、女性労働者のうつ病 

を職業病として認定した。職場 

のストレスが発症の原因と 

なったとのこと。イギリスでは 

ソーシャルワーカーが当局の 

責任を認めさせて、法廷内外で 

補償を勝ち取っている。

圃精神病院の看護士だった 

Richard Pocockさんが自殺し 

た件で、強引な経営者に服従さ 

せられていたことなどが原因 

だとして、UNISON労働組合 

が遺族への補償を求めてきた 

が、経営側が25,000ポンド支 

払うことで和解した。

■ニュージーランドの労働者 

は、賃金が増えるとしてもさら 

に働くつもりはないとの調査 

結果が明らかになった。Mssaey 

大学の研究者が1,206人を対象 

にした調査では,もっと働いて 

稼ぎたいという人は20%にす 

ぎず、60 %は現状で充分とのこ 

とoEPMU労働組合の組合員 

800人余りの調査でも、8割の 

労働者が長時間労働は健康、家 

族との問題などから悪影響を 

与えるとしている。

Hオーストラリアの労働組合 

連合体であるACTUが,1997 
年の労働安全衛生週間に職場 

のストレスを中心的に取り組 

んだ■,調査アンケートは5,000 
を超える職場から返答が寄せ 

られ,ストレスの原因として、 

経営組織のまずさや仕事の不 

安定さなどをあげる人が多い。 

また、10月22日をストレス解 

消デーとして職場討議などに 

取り組む。
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国イギリスで経営者団体など 

が,「ストレス改善法」に反対す 

る動きを強めている。ストレス 

をあまり重要な問題と認識し 

ていないことと、補償問題につ 

ながることを恐れていること 

がその理由OTUC(労働組合会 

議)は独自の反ストレスキャン 

ペーンに取り組んでいる。

题国際運輸労働者連盟(ITF) 

が、船員の労働時間制限の国際 

的取り決めを求めている。船員 

が低賃金長時間労働を強いら 

れて危険な状態にある。半分以 

上が、ITFの基準賃金に満たな 

い金額(月額1,200ドル)で働い 

ており、15%は500ドル以下で 

ある。言葉がわからないことで 

事故やケガの比率が高くなっ 

ていることや、4分の1の人が 

国籍や人種が原因で不当な扱 

いを受けたとしている。

■ IMF (国際通貨基金)が、イタ 

リアの週35時間労働時間制導 

入にいちゃもんを付けている。 

失業対策としてはその効果の 

程は疑わしく、財政や教育制 

度、官僚機構の改革の方が有効 

だと言う。イタリアでは政権参 

画の関連で.共産党が35時間制 

導入を条件に政権を支持する 

ことを期待されている。

■ ILO (国際労働機関)の調査に 

よると、先進各国で障害補償給 

付者が非常に増えている。精神 

疾患やRSIといった新しい職業 

病が増えたことによる。また、額 

が大きくなってきているので経

営者の中には、金銭よりも職場 

を提供することで法的責任を果 

たそうとするものもいる。

Hヨーロッパ17か国、16,000 

人の女性を対象に行われた調 

査によると、階級、教育、年齢、収 

入、仕事のストレス全てが、早 

産に大きな役割を果たしてい 

るという。イギリスでは他国に 

比べて、妊娠女性の有害業務に 

関する法規制が少ない。

Sフィンランドの国立労働衛 

生研究所(FIOH)の調査による 

と、人員削減が残った労働者へ 

の負担増を招き、病気欠勤など 

の増加といった悪影響を与え 

るとのこと。とくにケイワンへ 

の影響が極めて大きくなる。

Hイギリスの労働者10,308人 

を対象にした調査によると、雇 

用不安が健康障害を招く傾向 

にあることが明らかになった。 

•アメリカ政府が1998年4月 

6日付で、使用者は労働者が必 

要な時に便所の使用を認めな 

ければならないとする通達を 

出した。〇SHAによると.これ 

までは便所の設置は義務付け 

られていたが、その使用につい 

ては規定がなかったとのこと。

Bアメリカ衛生インタビュー 

調査(NHIS)が、46万人を対象 

に調査したところ、障害者が労 

働災害に遭う確率が高いこと 

力す判明。もちろんだからといっ 

て職場から排除するのは法律

違反でもあり、障害者も働きや 

すく職場を改善することが必 

要だと報告している。

驪RSI予防のために休憩を自 

動的に勧告するようなソフト 

ウiアは有効か。ニュージーラ 

ンドの人間工学者Frank 

Darby氏は、強制的な休憩は逆 

にストレスを招くなど逆効果 

だと指摘。各人の状況に応じた 

対策改善こそが重要。

题アメリカにおいて、環境規制 

の強化に伴う工場移転で、労働 

者が失業することがあるとし 

て、しばし(纖争が起きてきた。 

それを防ごうと、勞組が「適切な 

移転」を環境活動家とも協力し 

て提案している。そうでなくて 

もNAFTAは40万人の職をな 

くしたと言われており、終身雇 

用が過去のものとなった。しか 

し、第2次世界大戦後の1,200万 

人の兵士の職を確保したことな 

どからも,不可能ではない。

题塩素系(chlorinated)化学物 

質の法的規制をめぐって世界 

的に議論が起きている。

Hニュージーランドで化学物 

質の散布などによる侵入を法 

律で禁止しようという団体が 

結成された。

HアメリカでEPA(環境保護 

庁)などが禁止をした化学物質 

を外国に大量に販売している。 

1995年は,1992年には 

40%も増加。
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全国労働安全衛生センター連絡会議
T136-0071東京都江東区亀戸7-1〇-] Z ビル5 階 TEL (03)3636-3882/FAX(03)3636-3881 
E-mail joshrc@jca.ax.apc.org HOMEPAGE http://www.jca.ax.apc.org/joshrc/

東 京參東京労働安全衛生センター

〒136-0071江東区亀戸7-10-1Zビル5階

東 京•三多摩労災職業病センター

T185-0021阑分寺市南町2-6-7丸山会館2-5

東京參三多摩労災職業病研究会

节85-0012離寺市本町442-14或摩釀生齡tg内

E-mail etoshc@ica.ax,apc,org
TEL (03)3683-9765

TEL (042)32^1024

TEL (()42)324-1922

/FAX(03)3683-9766

/FAX (042)324-1024

/FAX(042)325-2663

神奈川參社団法人神奈川労災職業病センター

范30-0062搬市鶴見区豊岡田］20-9サ-ポ豊_5
E-mail VZW01150@niftyserve.or.jp
TEL (045)5734289 /FAX (045)575-1948

新潟參財団法人新潟県安全衛生センター

T951-8065新潟市東堀淑-481
E-mail KFR00474@niftyserve.or.jp
TEL (025)228-2127 /FAX (025)222-0914

静岡參清水地域勤労者協議会

T424-0812清水市小柴町2-8 TEL (0543勝 6888 /FAX©543)66-6889

京都♦京都労働安全衛生連絡会議

〒601-8432京都市南区西九条東島町50-9山本ビル3階 TEL (075)691-6191 /FAX(075)691-6145

大 阪參関西労働者安全センター

诵-0026姬市中躯内謂1-2-13ばんらいビ細2 

兵 庫•尼崎労働者安全衛生センター

〒660-0803尼崎市長洲本通1-16-17阪神医療生協気付

兵庫•関西労災職業病研究会

慟-〇803尼崎市長洲本通1-16-17阪神釀洲翅 

広 島參広島県労働安全衛生センター

T732-0827広島市南区稲荷町5-4前田ビル 

鳥 取參鳥取県労働安全衛生センター

T680-0814鳥取市南町505自治労会館内

愛媛♦愛媛労働災害職業病対策会議

T792-0003新居浜市新田町1-9-9

高 知參財団法人高知県労働安全衛生センター

T780-0010高知市割野イワ井田1275-1 

熊 本參熊本県労働安全衛生センター

T861-2105熊本市秋津町秋田3441-20秋津レークタウンクリニック

大 分參社団法人大分県勤労者安全衛生センター 

而70-0036大分市中娜>2-5労働融会館「ソレイユ」6階 

宮 崎•旧松尾鉱山被害者の会

〒883-0021日向市財光寺283-211長江団地1-14

E-mail koshc@osk2.3web.ne.ip
TEL (06)6943-1527

TEL (06)6488-9952

TEL (06)6488-9952

TEL (082)2644110

TEL (0857)22-6110

TEL (0897)3本 0209

TEL (0888)45-3953

TEL (096)360-1991

TEL (0975)37-7991

TEL (0982)53-9400

/FAX (06) 6943-1528 

/FAX (06) 6488-2762 

/FAXC06)648&-2762

/FAX (082)264-4110

/FAX(0857)37-0090

/FAX (0897)37-1467

/FAX (0888) 45-3953 

/FAX(096)368-6177

/FAX(0975)3 本8671

/FAX (0982)53-3404

自治体♦自治体労働安全衛生研究会

T102-0085千代田区六番町1自治労会館3階
E-mail sh-net@ubcnet.or.jp
TEL (03) 3239-9470 /FAX 肪)3264-1432

(オブザーバー)

福島•福島県労働安全衛生センター

T960-8103 福島市船場町1-5 TEL (0245)23-3586 /FAX(0245)23-3587

山ロ參山口県安全センター

T754-0000山口県小郡郵便局私書箱44号
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